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津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業務プロポーザル方式実施要領 

 

１ 趣旨 

  コミュニケーションアプリＬＩＮＥを活用し、情報を個別に伝えることが

できる機能やメール連携等、情報発信力の強化と市民サービスの向上を目的

に津市独自のメニューを搭載した公式ＬＩＮＥシステムの導入を行う。当該

目的を達成するために必要なシステムの導入は、事業者独自のノウハウ等に

よる高度かつ専門的な技術に基づき実施されるものであり、個々の事業者の

有する実績、専門性、技術力、企画力、創造性等価格以外の要素を含め、デ

ザインや機能等を総合的に判断し、当該業務等の履行に最も適した候補者を

プロポーザル（公募型企画提案）方式により決定する。 

２ 業務概要 

 ⑴ 件名 

   津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業務 

 ⑵ 業務の目的 

   当該業務は、現在月２回発行している広報紙を令和７年４月から月１回

の発行とすることもあって、情報発信の適時性が保たれるようＬＩＮＥヤ

フー社が開発・運営するコミュニケ―ションアプリＬＩＮＥの市公式アカ

ウントを開設し、市民に届く情報を補完するとともに、アプリの特性であ

る即時性と情報を個別に伝えることができる機能を活用し、市民生活に関

わる情報や防災情報など多岐に渡る行政情報の発信力強化を図ることを目 

的としている。本市がすでに導入しているアプリやオンライン申請等を活

用しながら、本市が必要とする機能を備えた独自のＬＩＮＥシステムの導

入及び運用サポート等を行う。 

 ⑶ 業務内容 

   津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業務に係る業務内容は、次

のとおりとする。詳細については、本業務に係る仕様書において定めるも

のとする。 

  ア 津市公式ＬＩＮＥシステム導入業務 

    システム導入、メニュー設定、操作研修等 

  イ 津市公式ＬＩＮＥシステムに係るサービス利用 

    サービス等の利用 
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ウ 津市公式ＬＩＮＥシステム運用サポート業務 

  技術サポート業務等、問い合わせ対応、操作研修等 

 ⑷ 実施形式 

   公募型プロポーザル方式 

 ⑸ 履行期間 

  ア 津市公式ＬＩＮＥシステム導入業務 

    契約締結日から令和７年３月３１日まで 

イ 津市公式ＬＩＮＥシステムに係るサービス利用 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（地方自治法第２３

４条の３に基づく長期継続契約） 

  ウ 津市公式ＬＩＮＥシステム運用サポート業務 

    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（地方自治法第２３

４条の３に基づく長期継続契約） 

 ⑹ 提案見積上限額 

  契約締結日から令和１２年３月３１日までの期間の委託業務等に係る提

案上限額の総額は、５，８３０，０００円（消費税及び地方消費税を含ま

ない。）とする。 

ただし、この金額は、契約（予定）金額を示すものではなく、提案内容

の規模を示すためのものである。 

本業務に係る提案見積書（様式９－１）及び見積内訳書（様式９－２）

を提出する際は、この提案見積上限額を超えてはならないものとし、超え

た提案については無効とする。 

なお、提案見積上限額には、当業務に係る全ての経費を含むものとする

ほか、運用開始から令和７年３月３１日までの２－⑸－イ及びウに係る費

用についても２－⑸－アの費用に含めるものとする。また、契約について

は、「津市公式ＬＩＮＥシステム導入業務」、「津市公式ＬＩＮＥシステ

ムに係るサービス利用」及び「津市公式ＬＩＮＥシステム運用サポート業

務」に係る契約をそれぞれ締結する。 

３ 参加資格要件 

本業務のプロポーザルに参加できる者は、次の全ての要件を満たすもので

あること。 

 ⑴ 津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第７条に規定する津市競

争入札参加資格者名簿に登載されていること。登載されていない場合に
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あっては、以下の書類を提出し確認を受けていること。 

ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 

イ 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書(商号登記

簿謄本) 

ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されてい

ないことの証明書 

エ 印鑑(登録)証明書 

 ⑵ 国税、本社所在地における都道府県税及び市町村税（支店等がこの公募

型プロポーザルに参加及び契約を行う場合は、本店所在地及び支店等所在

地の都道府県税及び市町村税）の滞納がないこと。 

 ⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定す

る一般競争入札の参加者の資格を有していること。 

⑷ 本公告から契約締結までの間において、津市建設工事等指名停止基準

（平成２１年４月８日施行）による指名停止を受けている者でないこと。 

⑸ 入札参加資格審査の申請において、提出された書類の記載事項に虚偽が

ないこと。 

⑹ 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、

及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

⑺ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行
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に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。 

ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基

づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、再生計画又は更生計画

が認可された者を除く。 

⑻ 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

⑼ 過去５年間に、本市と同規模人口の自治体においてＬＩＮＥのシステム

導入及びサポートに係る実績を有していること。 

⑽ 一般社団法人日本情報経済社会推進協会よりプライバシーマークを付与

されていることまたは、情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭ

Ｓ）認証を取得していること。 

４ 企画提案書提出までの流れ 

 ⑴ 本プロポーザルに関する質問の受け付け 

   本プロポーザルの内容に関する質問を次のとおり受け付ける。 

  ア 提出期限 

    令和６年１１月１１日（月）午後５時まで（期限内必着） 

  イ 提出方法 

    「仕様書等に関する質問書」（様式１）に内容を簡潔にまとめて記載

し、電子メールにより提出すること。 

（E-Mail：229-3111@city.tsu.lg.jp） 

また、提出後、津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業務プロ

ポーザル方式審査委員会事務局（以下「事務局」という。）まで受信状

況について電話確認をすること。（電話：０５９－２２９－３１１１） 

質問者には、質問の内容について確認を行うことがある。 

    なお、電話・口頭等によるものや提出期限後に提出された質問につい

ては、一切受け付けない。 

 ⑵ 本プロポーザルに関する質問に対する回答 

   質問に対する回答は、令和６年１１月１３日（水）午後５時１５分まで

に津市ホームページに質問者名は公表せず掲載し、電話・口頭での回答等

個別には対応しない。 

   なお、回答に対する再質問は認めないので、質問内容を明確に記載し、

mailto:229-3111@city.tsu.lg.jp
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提出すること。 

 ⑶ 参加申込書等の提出 

   参加申込事業者は、次のとおり必要書類を事務局に提出し、参加資格審

査を受けること。 

  ア 提出書類 

   ( ア ) 参加申込書（様式２） 

   ( イ ) 参加事業者整理表（様式３－１） 

   ( ウ ) 履行実績届出書（様式３－２） 

   ( エ ) 宣誓書（様式３－３） 

   ( オ ) 国税の未納の税額がないことの証明書 

   (カ) 都道府県民税及び市町村税の完納証明書 

   (キ) 一般社団法人日本情報経済社会推進協会よりプライバシーマークを

付与されていることまたは、情報セキュリティマネジメントシステ

ム（ＩＳＭＳ）認証を取得していることが確認できるもの 

  イ 提出期限 

    令和６年１１月１４日（木）午後５時まで（期限内必着） 

  ウ 提出方法 

    下記の提出先に持参又は郵送すること。ただし、持参の場合は、提出

期限までの土曜日・日曜日・祝日を除く、平日の午前８時３０時から午

後５時までとする。 

    また、郵送方法は次のいずれかとする。 

   ( ア ) 一般書留 

   ( イ ) 簡易書留 

   ( ウ ) 特定記録郵便 

   ( エ ) 小型特定封筒（スマートレター） 

   ( オ ) 特定封筒郵便物（レターパックプラス、レターパックライト） 

  エ 提出先 

   ( ア ) 持参の場合 

     三重県津市西丸之内２３番１号 

     津市政策財務部広報課（津市役所本庁舎３階） 

   ( イ ) 郵送の場合 

     〒５１４－８６１１ 

 三重県津市西丸之内２３番１号 津市政策財務部広報課宛 
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 郵送の場合は、提出期限までに、津市総務部総務課文書・公開担当

に到着したものを受け付けるものとする。 

  オ 参加申込事業者への資格審査結果通知 

    事務局による参加資格審査後、令和６年１１月１５日（金）以降に、

各参加申込事業者に対して、参加資格審査結果の通知を電子メールにて

行った後、書面を発送する。 

なお、電話・口頭等による審査結果に関する問い合わせには回答しな

い。 

  カ 応募を辞退する場合 

    参加申込を行った後に辞退する場合は、令和６年１２月９日（月）午

後５時までに「参加辞退届」（様式４）を事務局へ電子メールにより提

出すること。（E-Mail：229-3111@city.tsu.lg.jp） 

    また、提出後、事務局まで受信状況について電話確認をすること。 

    （電話：０５９－２２９－３１１１） 

 ⑷ 企画提案書等の提出 

   参加資格審査により、参加資格を有すると認められた参加事業者は、次

のとおり事務局に津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業務に係る

企画提案書（以下「企画提案書」という。）等を提出すること。 

   企画提案書については、要領別紙１「企画提案書作成要領」を基に作成

すること。 

  ア 提出書類 

   (ア) 企画提案書提出届（様式５）原本１部 

   (イ) 企画提案書 正本１部・副本１４部 

   (ウ) 企画提案書をＰＤＦ形式で格納したＣＤ－Ｒ １枚 

   (エ) 企画提案書記載項目（様式６）１部 

   (オ)  業務実施体制調書（様式７）１部 

   (カ)  再委託調書（様式８）※該当がある場合 

   (キ)  提案見積書（様式９－１）及び見積内訳書（様式９－２）原本各１ 

    部 

※ 提案見積書及び見積内訳書は割印の上、封緘し、提出のこと。 

  イ 提出期限 

    令和６年１１月２２日（金）午後５時まで（期限内必着） 

  ウ 提出方法 

mailto:229-3111@city.tsu.lg.jp
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下記の提出先に持参又は郵送すること。ただし、持参の場合は、提出

期限までの土曜日・日曜日・祝日を除く、平日の午前８時３０時から午

後５時までとする。 

    また、郵送方法は次のいずれかとする。 

   ( ア ) 一般書留 

   ( イ ) 簡易書留 

   ( ウ ) 特定記録郵便 

   ( エ ) 小型特定封筒（スマートレター） 

   ( オ ) 特定封筒郵便物（レターパックプラス、レターパックライト） 

  エ 提出先 

   ( ア ) 持参の場合 

     三重県津市西丸之内２３番１号 

     津市政策財務部広報課（津市役所本庁舎３階） 

   ( イ ) 郵送の場合 

     〒５１４－８６１１ 

 三重県津市西丸之内２３番１号 津市政策財務部広報課宛 

     郵送の場合は、提出期限までに、津市総務部総務課文書・公開担当

に到着したものを受け付けるものとする。 

５ 企画提案に係る審査等 

⑴ 提案審査及び評価方法 

  津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業務プロポーザル方式審査

委員会（以下「審査委員会」という。）において、企画提案書の審査を行

い、また、プレゼンテーションにより、企画提案内容を公正かつ客観的に

評価し、最も優れた企画提案を行った者を契約の相手方となる最優先候補

者（以下「最優先候補者」という。）として選考する。 

審査は、要領別紙２「津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業務

プロポーザル方式審査項目及び審査基準」に基づいて行い、第１次審査で

は、企画提案評価及び数値評価を書面で審査し、第２次審査では、企画提

案書の内容を説明するプレゼンテーション及び質疑応答による審査を行う。

それぞれの審査の評価に係る評価点（第１次審査：配点８０点（価格点を

含む）、第２次審査：配点１２０点）の合計点により最優先候補者を選定

する。ただし、評価点の合計点が５０％（１００点）に満たない提案者は

選定対象から除外する。 
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また、評価点の合計点が同点の場合は、審査員全員で無記名投票を行い、

最も多く票を得票したものを最優先候補者とする。得票についても同票で

あった場合は、審査委員長が最優先候補者を選定する。 

なお、企画提案が１者のみの場合であっても、第１次審査及び第２次審

査を実施する。 

⑵ 第１次審査の実施について 

  第１次審査では、提出された企画提案書の書面審査及び価格点による評

価を行い、それらの評価点の合計点の上位２者程度を第１次審査通過者と

する。価格点については、小数点第１位まで（第２位を四捨五入）算出し、

評価を行う。 

⑶ 第１次審査結果通知 

   令和６年１２月４日（水）（予定）に、各参加事業者へ電子メールで通

知した後、書面を発送する。 

   なお、電話・口頭等による審査結果に関する問い合わせには回答しない。 

⑷ 第２次審査（プレゼンテーション）の実施について 

  第１次審査通過者については、企画提案内容に関するプレゼンテーショ 

ン及び質疑応答による審査を行う。プレゼンテーションは、１参加事業者

当たり説明３０分以内、質疑応答３０分程度とする。 

ア 実施日時（予定） 

令和６年１２月１０日（火）午前９時から正午まで 

 イ プレゼンテーション会場（予定） 

   津市役所本庁舎４階 庁議室 

  ※ 上記は、予定のため各参加事業者に別途通知する日時及び場所を確

認すること。 

ウ 留意事項 

   プレゼンテーションの参加人数は、３名までとし、実際に業務を主と 

して担当する予定の者を出席させること。また、プレゼンテーションに 

おいて、必要となる機材のうちプロジェクター及びスクリーン、レーザ 

ーポインターについては、事務局において準備するが、その他必要とす

る機材については、参加事業者が準備すること。 

⑸ 第２次審査結果通知 

令和６年１２月１１日（水）以降速やかに、各参加事業者へ電子メール

で通知した後、書面を発送する。 
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   なお、電話等による審査結果に関する問い合わせには回答しない。 

６ 受注者の決定 

  審査委員会において、決定された最優先候補者は、本市と業務仕様の内容

について協議等の上、見積書を徴取した後、地方自治法施行令第１６７条２

第１項第２号による契約の締結を行うこととする。ただし、最優先候補者と

協議が整わない場合、その者の最優先候補者としての決定を取り消し、最優

先候補者に次いで高い評価点を得た参加事業者を新たに最優先候補者として

取り扱う。 

７ 契約締結 

  受注者は、本市と契約を締結し、受託業務を実施する。契約手続は、津市

契約規則に定めるところによる。 

８ プロポーザル実施スケジュール 

事項 日程 

公告 令和６年１１月１日（金） 

質問書の提出期限 令和６年１１月１１日（月）※午後５時まで 

質問書の回答 
令和６年１１月１３日（水） 

※午後５時１５分までにホームページへ掲載 

参加申込書提出期限 令和６年１１月１４日（木）※午後５時まで 

参加資格審査（書面審査） 令和６年１１月１５日（金） 

参加資格審査結果通知 令和６年１１月１５日（金）以降 

企画提案書提出期限 令和６年１１月２２日（金）※午後５時まで 

第１次審査（書面審査） 令和６年１１月２６日（火）～２９日（金） 

第１次審査結果通知 令和６年１２月４日（水）予定 

第２次審査（プレゼンテー

ション及び質疑応答） 
令和６年１２月１０日（火） 

第２次審査結果通知 令和６年１２月１１日（水）以降速やかに通知 
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９ 情報公開基準 

対象 契約締結前 契約締結後 

選定条件 ○ 

プロポーザル方式採用理由 ○ 

提

案

書

類 

提案者名 × ○ 

企画提案書 × ○（注１） 

提案見積書 × △（注２） 

その他提出書類 × ○（注１） 

評価票（合計点） ○（注３） ○ 

評価票（各審査項目点） × 

委員名簿 ○（注４） 

選定結果  ○ 

○：開示、△：一部開示、×：不開示 

（注１） 企画提案書及びその他提出書類は、提案者の持つ独自のノウハウ等

が含まれており、これを開示することにより当該提案者の競争上の地

位その他正当な利益を侵害するおそれがあるため、当該提案者の同意

が得られる場合のみ開示とする。 

（注２） 「一部開示」とは、提案見積書における積算単価及び内訳以外のも

のを開示することをいう。 

（注３） 契約締結前であっても、候補者決定後は、評価票（合計点）を開示

することができる。 

（注４） 委員名簿は、委員構成のみ開示とし、住所及び電話番号等の個人情

報は不開示とする。 

（留意事項） 

評価票（各審査項目点）については、契約締結前であっても、候補者決定後 

は、提案者本人からの当該本人に係る情報の請求の場合は開示することができ

る。 

10 その他 

 ⑴ 企画提案書の作成・提出及びプレゼンテーションの参加等の提案に要す

る費用は、全て企画提案者の負担とする。また、提出書類は返却しない。 

 ⑵ 企画提案は、１者１案とする。 
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 ⑶ 企画提案に関する提出の変更、差し替えまたは、再提出は認めない。 

 ⑷ 本業務について、企画提案書の提出を辞退した場合においても、不利益

な取り扱いを行わないこととする。 

 ⑸ 企画提案書に記載した担当予定者を変更する場合は、事前に本市に届け

出てること。ただし、その場合には従前の担当者と同等以上の技術を有す

ることを示す書類等を添付すること。 

 ⑹ 参加事業者が次に挙げる事由に該当した場合は、審査結果等に関わらず、

既に決定した事項を取り消し、失格とすることができることとする。 

  ア 本プロポーザルに関して不正あるいは公正さを欠く行為があった場合。 

  イ 本業務の契約締結日までに「３ 参加資格要件」に規定するいずれか

の要件を欠く者となった場合。 

 ⑺ 社会情勢の急激な変動等のやむを得ない事情による場合を除き、提案内

容の不履行や、改善措置を講じてもなお要求水準に満たさない状況が生じ

た場合、契約金額の減額措置や指名停止等を行う場合がある。 

 ⑻ 受託者は、本業務の全部又は一部の実施を第三者に委託し、又は請け負

わせることはできない。ただし、本業務全体に大きな影響を及ぼさない補

助的業務については、あらかじめ再委託調書を提出し、本市の承諾を得た

ときはこの限りではない。 

 ⑼ 本プロポーザルの仕様書をもとに契約時の仕様書を作成するが、本市の

判断で最優先候補者の企画提案書の内容を盛り込むことがあるので、確実

に参加事業者が実現できる範囲の提案を行うこと。 

 ⑽ 仕様書及び企画提案書に記載されている全ての作業に対し、津市に別途

費用を請求することはできない。 

 

 

 

事務局（問合わせ先）                  

 〒５１４－８６１１ 三重県津市西丸之内２３番１号    

 津市政策財務部広報課 広報担当（津市役所本庁舎３階   

電話：０５９－２２９－３１１１ 

E-mail：229-3111@city.tsu.lg.jp  

担当：渡邊、東川 

mailto:229-3111@city.tsu.lg.jp
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Ⅰ 業務の概要 

１ 業務名 

津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業務 

２ 業務概要 

⑴ 目的 

   現在月２回発行している広報紙を令和７年４月から月１回の発行とする

ことから、情報発信の適時性を保つため、ＬＩＮＥヤフー社が開発・運営

するコミュニケ―ションアプリＬＩＮＥの市公式アカウントを活用し、市

民に届く情報を補完するとともに、アプリの特性である即時性と情報を個

別に伝えることができる機能を生かし、市民生活に関わる情報や防災情報

など多岐に渡る行政情報の発信力強化を図ることを目的とする。  
発注者がすでに導入しているアプリやオンライン申請等を活用しながら、

発注者が必要とする機能を備えた独自のＬＩＮＥシステムの導入及び運用

サポートを行う。  
⑵ 履行期間・スケジュール等  

ア 津市公式ＬＩＮＥシステム導入業務 

契約締結日から令和７年３月３１日まで 

  イ 津市公式ＬＩＮＥシステムに係るサービス利用 

    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（長期継続契約） 

ウ 津市公式ＬＩＮＥシステム運用サポート業務  
    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（長期継続契約）  

エ 運用開始日 

運用開始日については、令和７年３月２５日（予定）とする。 

※ 運用開始日時は発注者と協議の上、最終決定する。 

オ 導入スケジュール 

発注者が予定しているスケジュールの目安は、次のとおりである。 

詳細なスケジュールについては、発注者と協議の上、決定する。 

日程 内容 

令和６年１２月下旬 ・津市公式ＬＩＮＥシステム導入業

務委託契約締結 

令和７年２月上旬 ・津市公式ＬＩＮＥシステムに係る

サービス利用契約締結 
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・津市公式ＬＩＮＥシステム運用サ

ポート業務委託契約締結  
令和７年３月２５日（予定） ・運用開始 

令和７年４月１日 ・津市公式ＬＩＮＥシステムに係る

サービス利用開始 

・津市公式ＬＩＮＥシステム運用サ

ポート業務開始 

※ 令和７年３月２５日に運用開始することを前提とした週単位のスケ

ジュール表を作成し提出すること。また、運用開始に合わせたスケ

ジュール管理を行うこと。 

⑶ 情報配信サービスシステム導入を行うＬＩＮＥ公式アカウント 

   既存の津市ＬＩＮＥ公式アカウント（アカウント名：津市／ＩＤ：＠ｔ

ｓｕ＿ｃｉｔｙ）を利用して、システムの導入を行うこと。 

⑷ システムの導入・提供 

本市の情報配信を効率的、効果的に行えるよう本仕様書Ⅱで示す機能を 

備えたＬＩＮＥ公式アカウントによる市政情報の配信システム（以下、「 

本システム」という。）の導入・提供を行うこと。 

⑸ システムに求める基本要件 

 ア 津市公式ＬＩＮＥを利用しようとする市民等（以下、「利用者」とい

う。）、本システムを運用する本市の職員（以下、「管理者」という。） 

の双方にとって、わかりやすく、操作性が高く、効率的に運用可能なシ

ステムとすること。 

 イ 運用開始後の性能向上や構造の変更等を柔軟に行えるとともに、将来

的なシステムの拡張性を確保したシステムとすること。 

 ウ 令和３年４月３０日付内閣官房、個人情報保護委員会、金融庁、総務

省「政府機関・地方公共団体等における業務でのＬＩＮＥ利用状況調査

を踏まえた今後のＬＩＮＥサービス等の利用の際の考え方（ガイドライ

ン）」に準拠したシステムとすること。 

  エ 災害対応 

災害時にも迅速、かつ的確に情報を発信できるような機能を導入する

こと。 
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Ⅱ 機能の概要 

 受注者は、ＬＩＮＥヤフー株式会社が提供するＬＩＮＥ公式アカウントに

おける「地方公共団体プラン」において利用できる機能を活用して、以下の

機能等を提供すること。また、その機能を満たした上で、利用者が利用しや

すいものとするため、今後新たな機能の向上や追加を可能とするシステム導

入及び運用サポートとすること。 

１ 基本要件 

 ⑴ 本システムはオンプレミスではなく、クラウド型の提供システムである

こと。 

⑵ 本システムは、２４時間３６５日利用可能であること。但し、システム

及びサーバ保守のための計画的な停止を除く。 

⑶ 本システム及びデータに対して自動でバックアップを行う機能を有する

こと。 

⑷ ＬＩＮＥ公式アカウントの機能を制限なく利用できること。もしくは同

等の機能を提供できること。 

⑸ 運用開始までは、本番環境とは別に、テスト用環境のアカウントを提供

すること。 

２ 津市公式ＬＩＮＥの利用環境 

利用者は、スマートフォン用のｉОＳ版またはＡｎｄｒоｉｄ版のＬＩＮ

Ｅアプリケーションを使用し、津市公式ＬＩＮＥを利用できること。最新バ

ージョンについては、最新バージョンがリリースされた後に可能な限り速や

かに対応すること。 

３ 管理者の利用環境 

⑴ 管理者アカウントの管理画面は、パソコンのインターネットブラウザで

利用でき、専用ソフトウェアのインストールが不要であること。 

⑵ 本システムはＭｉｃｒоｓоｆｔ Ｅｄｇｅ、Ｇооｇｌｅ Ｃｈｒо

ｍｅ、Ｍоｚｉｌｌａ Ｆｉｒｅｆоｘを使用し、インターネット環境に

接続して利用できること。また、それぞれ最新のバージョンで動作するこ

と。 

⑶ 管理画面へのアクセスについて、特定のＩＰアドレスしか通信できない

よう制限を設けること。 

⑷ 管理者アカウントのログインＩＤ数は、１５０（管理用権限ＩＤ及び一
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般の操作権限ＩＤの総数）以上を保有できること。管理用権限を持つユー

ザーが管理画面から任意に管理者アカウントを追加発行できること。管理

用権限と一般の操作権限をログインユーザーごとに設定できること。 

⑸ 管理用権限を持つユーザーが、本システム管理画面へのログイン履歴を

管理画面から確認できること。 

⑹ Ⅱ－４の各機能については、ログインユーザーごとに操作権限を設定で

きること。少なくとも、「セグメント配信機能」の操作権限においては、

メッセージの作成、編集、送信を行える権限と、閲覧のみ可能な権限を個

別に設定できること。また、利用者のアンケート回答内容をダウンロード

する権限を個別に設定できること。 

⑺ メッセージ配信時の誤操作を防ぐため、自部署に関するメッセージのみ

操作が可能となる権限を設定できること。また、操作可能な部署を複数設

定できること。 

⑻ 同一の権限設定を複数のログインユーザーに設定する場合、各機能への

権限設定の有無をまとめた役割を事前に定義し、この役割を各ログインユ

ーザーに設定する等、権限設定及び権限管理が容易となる機能を有するこ

と。 

４ 市政情報配信にかかる各機能 

⑴ アンケート機能 

ア 本市ＬＩＮＥ公式アカウント（以下、「当アカウント」という。）に

おいて利用者から、性別、年齢、居住地、特定の日付等、発注者が指定

した属性情報を取得するアンケートを設定できること。 

イ 管理者は、アンケート項目の作成、変更、削除を随時できること。 

ウ アンケートの回答形式について、選択肢の選択（単一回答、複数回

答）、テキスト入力、画像等のファイルアップロードを指定できること。 

エ アンケート各項目について、回答必須、任意を管理者で設定できるこ

と。 

オ 回答形式がテキスト入力である場合、英数字による入力制限を設定で

きること。 

カ 利用者は、アンケートで回答した内容の確認、変更を随時できること。 

キ アンケートフォームにおいて、アンケートで取得する情報の取扱い（ 

利用規約、プライバシーポリシー等）への同意に関する説明文、リンク
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を設置できること。また、同意を取得するチェックボックスを設定し、

利用者が同意にチェックした後にのみアンケート回答を送信できる制御

が可能であること。 

ク 利用者のアンケート回答データをＣＳＶファイルで出力し、確認でき

ること。 

⑵ メッセージ配信機能 

  ア Ⅱ－４－⑴で取得した利用者の属性を利用して配信グループを設定し、 

それぞれの属性に合わせて情報をセグメント配信できること。日付によ

って配信グループを設定する場合は、年月日または年月によって配信対

象者を抽出できること。 

  イ メッセージを配信する前に、管理画面から表示できるプレビューにて

複数のフォントサイズで内容を確認できること。 

  ウ テスト配信メッセージの配信先として特定の利用者を登録・管理でき 

る機能を有し、本番環境に影響を与えずにテスト配信を実施できること。 

  エ テスト配信メッセージの内容に応じて管理者がテスト配信先を指定し、

テスト配信メッセージのセグメント配信ができること。 

  オ 管理者がテスト配信を行う際、テスト配信メッセージとその他のメッ

セージが容易に識別できること。 

  カ 配信した各メッセージについて、管理者が利用者の開封数及び開封率

を確認できること。 

  キ メッセージ内にＵＲＬが含まれる場合、利用者のクリック数及びクリ

ック率を確認できること。 

  ク 過去に配信したメッセージについて、管理者が配信日時、タイトル、

配信数、開封数、クリック数等の詳細データをＣＳＶファイル等で確認

できるようにすること。 

  ケ 管理者が、テキストや画像などレイアウトを自由にカスタマイズでき

るＬＩＮＥ Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ ＡＰＩで提供される「ＦｌｅｘＭｅ

ｓｓａｇｅ」形式のメッセージを配信できること。 

⑶ キーワード応答機能 

ア 利用者が送信したキーワードに対して、あらかじめ設定した応答メッ

セージ等を自動で返信できるようにすること。 

イ キーワードは１，０００語以上設定できること。また、表記の揺れを
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カバーするための機能があること。 

ウ 管理者は自動応答メッセージの作成、変更、削除を随時できること。 

エ 各キーワードについて、利用者によって呼び出された回数を確認でき、

返信数のデータをＣＳＶファイルで出力できること。 

⑷ リッチメニュー機能 

ア 当アカウントのトーク画面下部に画像付きメニュー（リッチメニュー）

を表示し、ＵＲＬへのリンク等のアクションを設定できること。 

  イ 管理者は、リッチメニューに設定する画像やアクションの変更を随時

できること。 

  ウ リッチメニューを少なくとも３つ設定でき、タブによって表示を切り

替えられること。 

  エ １つのリッチメニューにつき、１２項目以上に分割できること。 

⑸ チャットボット機能 

ア 利用者が当アカウントのトーク画面に表示される選択肢をタップする 

ことで、よくある質問に自動応答するチャットボットを作成できること。 

イ 管理者は、チャットボットの作成、変更、削除を随時行えること。 

なお、作成可能数に上限は設けないこと。 

ウ チャットボットを作成する際、ＣＳＶファイルのアップロードによっ

てシナリオを設定できること。また、既に作成したチャットボットシナ

リオをＣＳＶファイルで出力できること。 

エ チャットボットの回答選択肢の文字数は、少なくとも１００文字以上

入力できること。 

オ 利用者がチャットボットを操作する際、利用者自身でチャットボット

を中断できること。 

⑹ メール連携機能 

ア 本市がメール配信システム等から送信するメールの内容を、当アカウ

ントに自動でメッセージ配信ができること。 

イ 利用者への一斉送信のほか、「セグメント配信機能」によって設定さ

れた配信グループに送信できること。 

５ システム導入運用要件 

⑴ システム導入 

ア 本システムの導入にあたっては、Ⅱ－４の各機能の効果を最大限発揮
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できるようにすること。 

イ Ⅱ－４の各機能やコンテンツの企画、システム設計やシステム導入に 

関しては受注者が提案したものに発注者の意見や要望を反映させ設定し、

当アカウントの運用開始まで責任を持って取り組むこと。 

また、ＦＡＱ・チャットボットのシナリオやセグメント配信機能の受

信設定についても受注者が提案したものに発注者の意見や要望を反映さ

せ設定すること。 

ウ 当アカウントの運用に伴い発生するＬＩＮＥヤフー株式会社に対する

申込み及び支払い等の手続きは全て受注者が行うこと。 

エ システム操作研修（対面・Ｗｅｂ形式は問わない）を行うこと。 

   (ア) Ｗｅｂ形式で研修を行う場合の研修に使用するオンライン会議（Ｚ

ＯＯＭを想定）用の端末及び会場は発注者において準備する。 

    ※ 実施回数は、２回以上。１回あたりの職員数は、最大７０人規模。

接続端末台数は１台。 

   (イ) 対面形式で研修を行う場合は、研修に使用する機材（パソコン、イ

ンターネット環境、システム側の環境（テスト環境）、プロジェクタ

ー、スクリーン、マイク及び研修資料等）は受注者が準備する。なお、

会場については発注者が準備する。 

    ※ 実施回数は、２回以上。１回あたりの職員数は、最大７０人規模。 

   (ウ) 研修形式を問わず、研修資料は事前にデータで発注者へ共有するこ

と。 

   (エ) 研修における質疑応答を記録した一覧を提出すること。 

   (オ) 研修終了後、未受講者への対応や研修の振り返りなどに使用する研

修内容を記録した動画を提供すること。 

  オ 受注者はシステムの操作マニュアルを提供すること。 

⑵ 動作検証  
動作検証を行うこと。また、検証結果に応じた改善等を実施すこと。 

⑶ セキュリティ要件  

ア インターネット上の通信について、適切な暗号化通信を行い、改ざん

等への防止対策を実施すること。 

イ 管理画面はＩＰアドレスによりアクセスできる環境を制御できること。 

ウ サーバで保存するデータは、全て暗号化を行うこと。 
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エ サーバ等の環境設備は日本国内に設置し、データを安全に管理するこ

と。 

オ ファイヤーウォール等のサイバー攻撃対策・不正アクセス対策を実施

すること。 

カ アクセスログは一定期間（１８０日程度）保存すること。 

キ 障害時の連絡体制や対応フロー等を定めること。 

ク 解約時にデータの削除を行った上で、報告書を提出すること。  
 

Ⅲ サービスの提供  
１ システムの安定提供  

本システムの安定提供を図るため、ソフトウェア、セキュリティに関して、 

定期的な更新を行うこと。また、システム障害の早期発見・予防に努め、本

システムに障害が発生した場合や脆弱性が発見された場合等のトラブルが発

生した際には、速やかに対応すること。ソフトウェアのバージョンアップに

ついては、その適用の判断に必要な調査・評価を行い、利用者への影響を考

慮し、提供及び適用作業を行うこと。 

２ 計画的なシステム停止  
 受注者が本システムを停止する場合は、利用者への影響を考慮し、遅くと

も本システム停止の７日前までに発注者と協議の上、停止期間等を決定する

こと。その際、本サービスの利用に支障がないよう代替手段等を提示するこ

と。但し、緊急でやむを得ない場合はこの限りでない。 

３ 想定外のシステム停止  
 計画的な本システムの停止以外の要因によって本システムが停止した場合

には、受注者は速やかに復旧または代替手段を用意し、システムの安定的な

運用に努めること。 

４ バージョンアップ対応  
 常に本システムを最新の状態で利用できるようにすること。 

 

Ⅳ 運用サポート  
１ システム運用サポート  
 ⑴ 受注者は簡易な設定や軽微な修正については協議の上、修正、代行業務

を月３時間程度行うこと。 



 9 / 11 
 

⑵ 本システム利用に関して生じる疑問等については、メール、チャットツ

ールやビデオ会議ツールなどでサポートすること。 

⑶ 管理者向けの操作研修を毎年１回以上実施すること。（１回あたりの職

員数は最大で７０人規模。対面・Ｗｅｂ等形式は問わない） 

  ※ 研修形式等はⅡ－５－⑴－エによる。ただし、 (ア)及び ( イ )の※の記述は

除く。 

⑷ 受注者は月１回程度のミーティングを行い、本市の運用実績を分析した

上で他自治体の有益な活用事例やノウハウ提供、アカウント運営に関する

相談を受けアカウント成長の支援をすること。 

⑸ 友だち追加の支援としてポスター・チラシのデータの作成、他団体の事

例の共有など積極的な支援を行うこと。 

Ⅴ 納品・検収 

１ 納品物  
  本業務で作成した各種成果物を業務完了時に納品すること。ドキュメント

はＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ形式で作成することとし、電子媒体 1

部、紙媒体 1 部を納品すること。ただし、発注者が個別に提出を求めた書類

は、速やかに提出すること。  
⑴ 各種マニュアル（操作マニュアル等） 

⑵ システム設計書（システム構成図、ネットワーク構成等） 

⑶ 業務実施計画書 

⑷ 研修動画（形式はｍｐ４又はｍｏｖにて外部媒体に格納） 

⑸ 導入打合せ議事録 

⑹ その他、発注者と受注者の打合せにより必要と認められるもの。 

２ 納品場所  

津市役所政策財務部広報課 

３ 検収  

各納品物は、契約完了日までの適切な時期に納品することとし、全ての納

品物の検査をもって検収とする。 

Ⅵ その他留意事項 

１ 業務実施体制  

⑴ 本システム導入に向けた作業を統括する統括責任者を配置すること。 

⑵ 統括責任者の下に、実作業に従事する主任担当者及び担当者を配置する
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こと。 

⑶ 統括責任者及び担当者の内、１名は、他団体で本システムの導入支援に

従事した経験を有すること。 

２ 業務実施計画書等  

⑴ 契約締結後、速やかに、体制、作業内容及び役割分担等を記載した業務

実施計画書を提出し説明を行うこと。 

⑵ 運用開始日までの期間、会議（Ｗｅｂ・対面等、形式は問わない）を開

催し、作業計画書に対する作業の進捗状況、課題等を確認及び共有するこ

と。 

３ 守秘義務  

受注者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、業務遂

行のために市が提供した資料、データ等は、本業務以外の目的で使用しては

ならない。 

４ 再委託  

⑴ 設計、デザイン、データ移行、運用、サポート等、各工程を一括して受

注者内で完結することを原則とする。 

⑵ 受注者は、本業務の全部又は一部の実施を第三者に委託し、又は請け負

わせることはできない。ただし、本業務全体に大きな影響を及ぼさない補

助的業務については、あらかじめ再委託調書を提出し、本市の承諾を得た

ときはこの限りではない。 

５ 著作権  

⑴ 本業務により作成された成果物の所有権、著作権及びその他の権利は、 

発注者に帰属するものとする。ただし、成果物に受注者又は第三者の著作 

物が含まれている場合、当該著作物（当該著作物を改変したものを含む。）

の著作権は、従前からの著作権者に帰属するものとする。 

⑵ 受注者は、発注者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。 

６ 契約不適合責任  

成果品については、発注者の検査合格をもって納品されたものとする。 

なお、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな

いものであるときは、発注者の必要と認める修正、補正及びその他必要な作

業は、受注者の負担で行うものとする。 
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７ 次期システムへの移行等  

将来的なシステムの拡張や他システムとの連携、他システムへの移行等（ 

他業者の受託事業を含む。）において、発注者や関係業者等から協力を求め 

られたときは、発注者と協議の上、必要な対応を行うこと。 

８ 損害賠償  

受注者の責めに帰すべき理由により、発注者及び第三者に損害を与えた場

合には、受注者がその損害を賠償すること。 

９ 運用サポートの継続  

５年間の契約期間終了後も、継続契約を締結した場合、本業務で定めた仕

様にて本システムを運用し続けることができること。 

10 その他  

本仕様書に明記されていない事項、その他不明な事項等について疑義が生

じた場合は、発注者と協議の上、決定するものとする。 
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要領別紙１ 

企画提案書作成要領 

 

 企画提案書については、審査項目及び審査基準に記載のある各項目を対象に

評価を実施するので、分かりやすく具体的に作成すること。 

なお、提案は１社１案とする。 

 

１ 企画提案書の書式 

 ⑴ 書式は、基本的にＡ４版（横書き）の文書形式とすること。 

⑵ 片面印刷で、左とじとすること。 

 ⑶ ページ数は、４０ページ以内にすること。（表紙及び目次は含まない）  

 ⑷ Ａ３版を使用する場合には、２ページ分とし、Ａ４版に折り込むこと。 

 ⑸ 本文の各ページには、ページ番号を記載すること。 

 ⑹ 企画提案書については、提案者名、社標など提案者が類推できる一切の

表示を行わないこと。 

   なお、正本のみに企画提案書提出届（様式５）を鑑として添付すること。 

２ 企画提案の構成 

 ⑴ 表紙（あて先「津市長」、タイトル「津市公式ＬＩＮＥシステム構築及

び運用保守業務企画提案書」を明記） 

 ⑵ 目次 

⑶ 企画提案 

企画提案は、下記の企画提案項目の順序に従って記載すること。提案内

容は、津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業務プロポーザル方式

実施要領に書かれた趣旨及び業務目的を踏まえ、作成すること。 

また、仕様書に示されていない内容でも、津市公式ＬＩＮＥにとって有

益と思われるものについては、積極的に提案すること。 

なお、提案内容はすべて実現できるものとし、具体的に記載すること。 

 

【企画提案項目】 

１ 本業務に対する取り組み及び全体構成等 

 ⑴ 本業務に対する基本的な考え方、取り組み方針、業務工程スケジュール 

 ⑵ 提案のコンセプト 

２ 管理者の利用環境 



2 

 

 ⑴ 操作権限の考え方 

 ⑵ 操作権限の設定方法 

３ 市政情報配信にかかる各機能の概要（デザイン含む）及び管理者の操作方

法 

 ⑴ アンケート機能 

 ⑵ メッセージ配信（セグメント配信）機能 

 ⑶ キーワード応答機能 

⑷ リッチメニュー機能 

 ⑸ チャットボット（ＦＡＱ）機能 

⑹ メール連携機能 

４ システム導入運用要件 

 ⑴ システム導入にかかる提案（市職員の負担軽減策含む） 

⑵ 操作研修 

５ セキュリティ要件 

 ⑴ 情報漏えい等を防止するためのセキュリティ対策やサーバ環境 

 ⑵ 障害発生時の対応 

６ システムの安定提供 

 ⑴ システム、ソフトウェア、セキュリティ等に係る更新及びバージョンア 

ップ 

 ⑵ システム停止時の考え方、対応 

７ 運用サポート 

 ⑴ システム運用サポートの内容 

 ⑵ 問い合わせ対応 

８ 独自性・創意工夫 

 ⑴ 本業務に係る独自の提案 

 ⑵ 創意工夫 



要領別紙２ 
津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業務 

プロポーザル方式審査項目及び審査基準 

 
第１次審査では、企画提案評価及び数値評価を書面で審査し、第２次審査では、企画提案書の内容を説明するプレゼンテーショ

ン及び質疑応答による審査を行う。それぞれの審査の評価に係る評価点（第１次審査：配点８０点（価格点を含む）、第２次審査：
配点１２０点）の合計点により最優先候補者を選定する。ただし、評価点の合計点が５０％（１００点）に満たない提案者は選定対
象から除外する。 

プロポーザルにおける審査項目及び審査基準は下記表１及び表２のとおりとする。 
 

表１（第１次審査項目及び審査基準） 

 審査項目 審査基準 

企
画
提
案
評
価 

機能（管理者側）の概要や特徴 

管理者の利用環境 想定している利用環境であるか。操作権限の設定は容易か。 

アンケート機能 管理者にとって使いやすいものとなっているか。 

メッセージ配信（セグメント配信）機能 管理者にとって使いやすいものとなっているか。 

キーワード応答機能 管理者にとって使いやすいものとなっているか。 

リッチメニュー機能 管理者にとって使いやすいものとなっているか。 

チャットボット（ＦＡＱ）機能 管理者にとって使いやすいものとなっているか。 

メール連携機能 管理者にとって使いやすいものとなっているか。 
システム導入運用要件 

システム導入にかかる提案 市職員の負担軽減が図れるか。 

操作研修 実施時期や研修方法は妥当か。 

障害対応 障害が発生した時、適切な対応がとられるか。 

運用サポート 

サポート、問い合わせ対応 
軽微な修正への対応、問い合わせ対応、毎年の操作研修などのサポート充実しており、システムを

運用していく上で十分なサポートとなっているか。 

数
値 

評
価 

価格点 価格点＝10点×（１－提案見積額（税抜き）／5,830,000 円） 

 

 

 



要領別紙２ 
 

 

表２（第２次審査項目及び審査基準） 

 

 審査項目 審査基準 

企
画
提
案
評
価 

本業務に対する取り組み及び全体構成等 

業務に対する基本的な考え方・コン

セプト 
本業務に対する基本的な考え方や取り組み方針が、本市の目指す方向性に合致しているか。企画提案のコ

ンセプトは、市民の利便性の向上等につながるものか。 

画面デザイン 
リッチメニューの視認性及びデザインが優れているか。利用者側が見やすく、分かりやすく、使いやすい

ものとなっているか。また、運用開始後のデザインの修正や配置変更は容易か。 

機能（利用者側）の概要や特徴 

市政情報配信にかかる各機能 利用者が直感的な操作で各機能の利用設定ができ、各機能が利便性の向上に資する機能であるか。 

システム導入運用の概要 

システム導入 利用者が使いやすい津市公式ＬＩＮＥとなっているか。 

セキュリティ対策やサーバ環境 セキュリティ対策について問題はないか。サーバの安全対策は十分か。 
サービスの提供 

システムの安定供給 
ソフトウェアのバージョンアップ、システム、セキュリティ対策などが常に最新の状態で保たれる仕組み

となっているか。システム停止の際の対応は適切であるか。 
業務実施体制・工程 導入までの工程を確実に実施できる体制か。各工程における確認が十分に行える工程となっているか。 

独自性・創意工夫 
仕様書に定めのない事項で、実現可能かつ将来的な発展を見込んだ提案がされているか。利用者や管理者

の利便性向上に資する提案となっているか。 

 



 
様式１  

仕様書等に関する質問書 

令和  年  月  日 
 

（あて先）津市長 
所 在 地  
商号（名称）  
代表者氏名  
担当者氏名  
電 話 番 号  

                  ※ 自署でない場合は、記名と押印が必要です。 

件  名   津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業務  
上記案件に係る仕様の内容等に関して、次のとおり質問いたします。 

仕様書等の箇所 質 問 内 容 
  

（注意）仕様について質問がある場合は、「津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業
務プロポーザル方式実施要領」に記載された質問書の提出期限までに、この用紙に質問内
容を明確に記載し、政策財務部広報課広報担当（津市役所本庁舎３階）へ電子メールによ
り提出すること（E-mail：229-3111@city.tsu.lg.jp）。 

なお、質問書の提出期限時刻必着とし、提出後は事務局まで受信状況について必ず電話
確認をすること。（電話：０５９－２２９－３１１１） 
電話・口頭等によるものや提出期限を過ぎて提出された質問及び質問回答に対する再質問

については、一切受け付けません。 
質問に対する回答は、津市ホームページへ掲載しますので、参加される場合は必ず回答

を確認の上、参加してください。（※仕様等に関する質問ではなく、意見の表明と解される
ものについては回答しません。） 

mailto:229-3111@city.tsu.lg.jp


様式２  

 

参加申込書 

 

                         令和  年  月  日 

 

（あて先）津市長 

                  所在地 

                  商号（名称） 

代表者氏名            印 

※ 自署でない場合は、記名と押印が必要です。 

 

令和６年１１月１日付けで公告のありました下記の業務について、参加を申し込

みます。 

記 

１ 業務名 津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業務 

２ 添付書類 

⑴ 参加事業者整理表（様式３－１） 

⑵ 履行実績届出書（様式３－２） 

⑶ 宣誓書（様式３－３） 

⑷ 国税の未納の税額がないことの証明書 

⑸ 都道府県税及び市町村税の完納証明書 

⑹ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本）※法人のみ 

⑺ 履歴事項全部証明書（商号登記簿謄本）※商号登記をしている個人のみ 

⑻ 身分証明書及び登記されていない証明書 ※商号登記をしていない個人のみ 

⑼ 印鑑（登録）証明書 

⑽ 一般社団法人日本情報経済社会推進協会よりプライバシーマークを付与され

ていることまたは、情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）認証

を取得していることが確認できるもの 

 

なお、⑹から⑼については、津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第

７条に規定する津市競争入札参加資格名簿に登載されている場合は省略できる。 

 

３ 連絡先    

所属 

担当者氏名 

電話 

Ｅ-ｍａｉｌ 



様式３－１ 

 

参加事業者整理表 

 

参加事業者 

 事業者名 

 

所在地 

 

 

ホームページアドレス 

 

 

連絡担当者 

 所属  

 役職・氏名  

 電話番号  

 ＦＡＸ  

 E-mail  

   ※ 通知等を電子メールで送付するため、E-mail については、 

誤りのないように記載すること。 

   ※ 会社概要が分かる資料（パンフレット等）を添付のこと 



様式３－２ 

 

履行実績届出書 

 

履

行

実

績

概

要

 

業 務 名  

業 務 場 所  

発 注 者 名  

契 約 金 額  

期 間 年  月  日から   年  月  日まで 

業 務 内 容 等  

※  実施要領３－⑼で示した要件について記入すること。 

※  次の書類のいずれか１つを添付すること。 

・契約書の写し(業務内容の確認のため仕様書(写し)を添付すること。) 

・契約履行証明書(業務内容の確認のため仕様書(写し)を添付すること。) 

 

 

 

 



様式３－３ 

 

宣 誓 書 

 

令和  年  月  日 

 

（あて先）津市長 

 

所在地 

商号（名称） 

代表者氏名             印 

 

 

 

津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業務プロポーザルに参加するに

あたり、本プロポーザル実施要領の「３ 参加資格要件」に記載された全ての

要件を満たすことを宣誓します。 

 



様式４ 
 
 

参加辞退届 
 
 
 令和６年１１月１日付けで公告のありました津市公式ＬＩＮＥシステム構築

及び運用保守業務プロポーザルに、参加申込書を提出しましたが、参加を辞退

します。 
 
 

令和  年  月  日 
 
 

（あて先）津市長  前 葉 泰 幸 
 
 

 
所 在 地 
 
商号（名称） 
 
代表者氏名             印  
※ 自署でない場合は、記名と押印が必要です。 

 



様式５ 
 
 

企画提案書提出届 
 
 
 
 令和６年１１月１日付けで公告のありました津市公式ＬＩＮＥシステム構築

及び運用保守業務に、企画提案書を提出します。 
 
 
 
 １ 提出書類 

  ⑴ 企画提案書提出届（様式５）原本１部 

  ⑵ 企画提案書 正本１部・副本１４部 

  ⑶ 企画提案書をＰＤＦ形式で格納したＣＤ－Ｒ １枚 

  ⑷ 企画提案書記載項目（様式６）１部 

  ⑸ 業務実施体制調書（様式７）１部 

  ⑹ 再委託調書（様式８）※該当がある場合 

  ⑺ 提案見積書（様式９－１）及び見積内訳書（様式９－２）原本各１部 
 
 
 
 

令和  年  月  日  
 

（あて先）津市長  前 葉 泰 幸 
 
 

所 在 地 
 
商号（名称） 
 
代表者氏名             印  

 



企画提案書記載項目
様式６

項目
企画提案書の
該当ページ

⑴

⑵

⑴

⑵

⑴

⑵

⑶ キーワード応答機能

⑷ リッチメニュー機能

⑸ チャットボット（ＦＡＱ）機能

⑹

⑴ システム導入にかかる提案（市職員の負担軽減策含む）

⑵

⑴

⑵

⑴

⑵

⑴

⑵

⑴

⑵

障害発生時の対応

　※１～７の項目以外で、独自の提案等をする場合は記入すること。

本業務に対する基本的な考え方、取り組み方針、業務工程スケジュール

操作権限の考え方

システム停止時の考え方、対応

システム運用サポートの内容

問い合わせ対応

本業務に係る独自の提案

創意工夫

８．独自性・創意工夫※

記載内容

６．システムの安定提供

７．運用サポート

提案のコンセプト

１．本業務に対する取り組み及び全体構成等

２．管理者の利用環境

操作権限の設定方法

アンケート機能

メッセージ配信（セグメント配信）機能

３．市政情報配信にかかる各機能の概要（デザイン含む）及び管理者の操作方法

メール連携機能

４．システム導入運用要件

５．セキュリティ要件

システム、ソフトウェア、セキュリティ等に係る更新及びバージョンアップ

操作研修

情報漏えい等を防止するためのセキュリティ対策やサーバ環境



様式７ 

業務実施体制調書 
１ 統括責任者の経歴及び実績等調書 
氏   名 居 住 地    津市内  ・  津市外 

所属・役職 実務経験年数 
保有資格名称 登 録 番 号 取得年月日 

   

   

同 種 業 務 経 歴 

業務名称 業務概要・業務の技術的特長・当該

技術者の担当内容 発注者 実施期間 

    

    

 
２ 主任担当者の経歴及び実績等調書 
氏   名 居 住 地    津市内  ・  津市外 

所属・役職 実務経験年数 

保有資格名称 登 録 番 号 取得年月日 

   

   

同 種 業 務 経 歴 

業務名称 業務概要・業務の技術的特長・当該

技術者の担当内容 発注者 実施期間 

   
令和  年  月 

～ 
令和  年  月 

    

注) 記入欄が不足する場合は複写して作成すること。 



３ 担当者の経歴及び実績等調書 
氏   名 居 住 地    津市内  ・  津市外 

所属・役職 実務経験年数 

保有資格名称 登 録 番 号 取得年月日 

   

   

同 種 業 務 経 歴 

業務名称 業務概要・業務の技術的特長・当該

技術者の担当内容 発注者 実施期間 

   
令和  年  月 

～ 
令和  年  月 

    

 
担当者の経歴及び実績等調書 
氏   名 居 住 地    津市内  ・  津市外 

所属・役職 実務経験年数 

保有資格名称 登 録 番 号 取得年月日 

   

   

同 種 業 務 経 歴 

業務名称 業務概要・業務の技術的特長・当該

技術者の担当内容 発注者 実施期間 

   
令和  年  月 

～ 
令和  年  月 

    

注) 記入欄が不足する場合は複写して作成すること。 



様式８ 

 

 

再 委 託 調 書 

再委託業務の内容 
再委託先又は 

協力先の名称 
所在地 理由（企業の技術的特長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内 

 

・ 

 

市外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内 

 

・ 

 

市外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内 

 

・ 

 

市外 

 

注) 他の企業等に当該業務の一部について再委託を実施する場合にのみ記入すること。 

ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。 

 



様式９－１ 
提案見積書 

                           
  令和  年  月  日  

 
（あて先）津市長 

 
 所 在 地 

 
               商号（名称） 
 
               代表者氏名            印 
 
 
 

見積 
金額 

（税抜） 

百万 十万 万 千 百 十 一 

円 

 
 

（業務名）津市公式ＬＩＮＥシステム構築及び運用保守業務 
 
※ この提案見積書は見積内訳書と割印をした上で提出すること。 
※ 上記見積金額は見積内訳書の各年度の合計金額（提案見積額）と同額とす

ること。 



様式９－２

（税抜）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

津市公式ＬＩＮＥシステム導入業務

（税抜）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

津市公式ＬＩＮＥシステムに係るサービス利用
（地方自治法第２３４条の３に基づく

長期継続契約）

当該業務に係る
仕様書Ⅲ

津市公式ＬＩＮＥシステム運用サポート業務
（地方自治法第２３４条の３に基づく

長期継続契約）

当該業務に係る
仕様書Ⅳ

計
（円）

見積内訳書

業務名等
費用（円／年）

計
（円）

内容

当該業務に係る
仕様書Ⅰ-2-⑶〜⑸ 及びⅡ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　太線枠内を記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　②＝ア+イ+ウ+エ+オ

提案見積額（①+②）
（履行期間全体に係る金額）

業務名等 内容 月額単価
費用（円／年）

A

B
（A+B）×12＝ア

①

（A+B）×12＝イ （A+B）×12＝ウ （A+B）×12＝エ （A+B）×12＝オ

②



津市公告第１６４号 

津市育休代替任期付職員採用試験を実施します。 

令和６年１１月５日 

 

                    津市長 前 葉 泰 幸  

 

 別紙のとおり 



 

１ 職種、採用予定人数及び受験資格 

職 種 

採用予定人数 

※（ ） 内は令和７ 年 

４ 月１ 日採用予定 

受    験    資    格 

学 歴 、 免 許 等 生 年 月 日 

事務職 
２ ０ 人程度 

（ ８ 人程度）  

⑴又は⑵の要件を 満たす人 

⑴ 学校教育法によ る 大学院・ 大学・ 短期

大学・ 高等専門学校・ 専修学校（ 専門課

程）・ 高等学校・ 中学校又はこ れら に相

当する と 市長が認める 学校等を 卒業（ 修

了） し た 人又は 令和７ 年３ 月卒業（ 修

了） 見込みの人 

⑵ 市長が⑴に掲げる 人と 同等の資格があ

る と 認める 人 

 

昭和４ ４ 年４ 月２ 日

以降平成１ ９ 年４ 月

１ 日ま でに出生の人 

 

保育士 
２ ０ 人程度 

（ １ ０ 人程度）  

保育士資格と 幼稚園教諭普通免許状の両

方を 有する 人又は令和７ 年３ 月末ま でに取

得見込みの人 

な お、 幼稚園教諭普通免許状に つい て

は、 令和７ 年４ 月１ 日時点で有効であ る こ

と  

昭和４ ４ 年４ 月２ 日

以降出生の人 

保健師 ５ 人程度 

保健師免許を 有する 人（ 令和７ 年３ 月末

ま でに実施さ れる 保健師国家試験によ り 同

免許を 取得見込みの人を 含む。）  

 

技能員 

（ 調理員）  
５ 人程度 

中学校卒業以上の学歴を 有する 人 昭和４ ４ 年４ 月２ 日

以降平成１ ９ 年４ 月

１ 日ま でに出生の人 

 

すべての職種に共通する 受験資格 

 地方公務員法第１ ６ 条（ 欠格条項） の各号のいずれにも 該当し ない人 

 

※ 最終合格者は、 成績順に名簿に記載さ れ、 職員の育児休業の状況等に応じ て採用さ れる こ と から 、

すべての合格者が令和７ 年４ 月１ 日付けで採用さ れる と は限り ません。  

 

２ 職務内容 

職  種 職  務  内  容 

事 務 職 一般行政事務 

保 育 士 
児童福祉施設（ 保育所、 認定こ ど も 園等） における 児童の保

育業務等 

保 健 師 乳幼児、 妊産婦、 成人等の保健指導業務等 

技 能 員 （ 調 理 員 ）  
学校、 児童福祉施設（ 保育所、 認定こ ど も 園） 等における 給

食業務 

  ※ 原則と し て正規職員と 同様の業務に従事し ます。  

 

３ 受験手続等 
  原則、 電子申請（ イ ン タ ーネッ ト によ る 申込み） と なり ま す。  

※ イ ン タ ーネッ ト の利用環境が整わない等、 やむを 得ない事情によ り 電子申請ができ ない場

合については、 郵送によ り 対応し ま すので、 ４ 頁（ ５ ） を ご 参照く ださ い。  

 



 

こ ちら から も 申込みができ ま す 

（ １ ） 事前に準備する も の 

ア パソ コ ン 、 ス マート フ ォ ン （ ス マート フ ォ ン 以外の携帯電話には対応し ていま せん。）  

推奨環境は下記のと おり です（ 推奨環境がな い場合、 電子申請ができ な いこ と があ り ま

す。）。  

Googl e Ch rom e 最新版 

M icrosoft E dge 最新版 

※ JavaScr i p t が使用でき る 設定である こ と 。  

   ※ 一部の機能は PD F  を 閲覧でき る 環境（ Adobe Acrobat Reader（ Ver.５ ． ０ 以上） 推

奨） が必要です。  

イ  本人のメ ールアド レ ス  

ド メ イ ン 指定等の受信制限を し ている 場合は、 @bsm rt.bi z のメ ールを 受信でき る よ う に

設定し てく ださ い。  

ウ  顔写真データ （ 受験票用）  

次頁「（ ３ ） エ 本登録②」 を ご 参照く ださ い。  

エ 受験票を 印刷する ためのプリ ン タ  

プリ ン タ がない場合は、 コ ン ビ ニエン ス ス ト アのプリ ン ト サービ ス 等を ご 利用く ださ い。  

 

（ ２ ） 受付期間 

令和６ 年１ １ 月１ １ 日（ 月） 午前８ 時３ ０ 分から 令和６ 年１ ２ 月２ ０ 日（ 金） 午後５ 時１ ５ 分まで 

※ 受付開始日及び終了日を 除き 、 ２ ４ 時間受付可能です。  

※ 受付期間終了直前は、 サーバーが混み合う こ と 等によ り 申込みに時間がかかる おそれが

あり ま すので、 余裕を も っ て早めに申込みを 行っ てく ださ い。  

※ 申込み中に受付期間が終了する と 、 シス テム 上はエン ト リ ーが完了する 場合があ り ま す

が、 受付期間を 過ぎた申込みは受け付ける こ と ができ ま せん。  

※ 受験資格がない場合においても 受付完了と なる 場合があ り ま すが、 その場合は受付でき

ない旨を 電話等で連絡し ま す。  

 

（ ３ ） 申込手順 

ア 申込サイ ト へアク セス  h ttps://secu re.bsm rt.bi z/tsuci ty/u/job.php 

    津市ホ ーム ページから の申込みの場合、「 市民の皆さ ま へ→職員の募集→育休代替任期付

職員の募集→津市育休代替任期付職員採用試験（ 名簿記載期間令和７ 年４ 月１ 日から 令和１

２ 年３ 月３ １ 日ま で） →受験申込フ ォ ーム へ」 から 申込み（ 申込専用サイ ト へ接続） を 行っ

てく ださ い。  

 

 

 

 

 

イ  事前登録 

① 「 津市育休代替任期付職員採用試験 事務職等」 内の希望する 職種を 選択し てく ださ い。

その後、 受験資格等を ご 確認のう え、 エン ト リ ーを 選択し てく ださ い。  

② 個人情報の取扱いに関する 規約を お読みいただき 、 同意のう え、 事前登録画面に進んで

く ださ い。  

③ 設問に従い、 必要事項を すべて入力し てく ださ い。 入力内容に誤り がないか確認のう え、

パス ワ ード を 設定し てく ださ い。  

 ※ パス ワ ード には、 英大文字、 英小文字、 数字、 記号が使用でき ま す。  

 ※ パス ワ ード は、 英大文字、 英小文字、 数字を 含み、 １ ０ ～３ ２ 文字で設定し てく ださ

い。  

※ パス ワ ード は忘れないよ う に必ずメ モを し てく ださ い。 パス ワ ード 忘れ等によ る 申込

みの遅滞については、 責任を 負いかねま す。  

※ 登録の途中で一時保存する こ と はでき ま せん。 登録作業を 中断し た 場合は最初から

入力を し 直す必要があ り ま すのでご 注意く ださ い。  

https://secure.bsmrt.biz/tsucity/u/job.php


 

ウ  マイ ページへロ グ イ ン  

① 登録し たメ ールアド レ ス に「 事前登録完了のお知ら せ」 が送付さ れている か確認し てく

ださ い。  

   ② メ ールの本文中に、 シス テム で自動割り 当てさ れた個人 I D が記載さ れていま すので、

メ モやメ ールを 保存する 等の方法で、 必ず控えておいてく ださ い（ 個人 I D と パス ワ ード

は、 受験申込み、 受験票の印刷等、 以後の手続き にも 必要と なり ま す。）。  

   ③ メ ール本文内の U RL にアク セス し 、 個人 I D と 事前登録で設定し たパス ワ ード を 入力

し て申込サイ ト のマイ ページにロ グ イ ン し てく ださ い。  

    ※ マイ ページへのロ グ イ ン は事前登録完了後２ ４ 時間以内に行っ てく ださ い。 ２ ４ 時

間を 過ぎる と 個人 I D が無効と なり ま すのでご 注意く ださ い。  

 

 

 

 

 

エ 本登録 

   ① マイ ページ内のメ ニュ ー「 エン ト リ ー」 を 選択し 、 住所や学歴等、 各項目に入力し てく

ださ い。  

    ※ 必須項目は必ず入力し てく ださ い。 その他の項目についても 、 該当があ る 場合は入力

し てく ださ い。  

    ※ 入力内容に不備・ 不足が無いよ う に、 各項目の内容を よ く 読み、 入力し てく ださ い。  

   ② 顔写真欄に、 顔写真データ （ 受験票用） を アッ プロ ード し てく ださ い（ エント リ ーペー

ジ最下部）。  

※ 顔写真データ は、 受験票に印刷さ れま す。 本人確認のために使用する 重要なも のと な

る た め、 印刷し た 顔写真を 撮影し た も のや、 背景が無背景と なっ て いな いも のは、 使

用し ないでく ださ い。  

※ 申込み前６ か月以内に、 無背景、 脱帽で上半身（ 胸部よ り 上） 正面向で撮影さ れた画

像データ を タ テ表示と なる よ う にアッ プロ ード し てく ださ い。  

    ※ フ ァ イ ル形式は、「 . jpg」 又は「 . jpeg 」 のみと なり ま す。  

※ 画像サイ ズは縦１ ０ ０ ピ ク セル×横７ ５ ピ ク セル～縦４ ８ ０ ピ ク セル×横３ ６ ０ ピ ク

セル、 縦横比４ ×３ 、 添付可能フ ァ イ ルサイ ズは最大２ M B ま でです。  

※ 一部ス マート フ ォ ン から はアッ プロ ード でき ない場合があり ま す。 その場合はパソ コ

ン から アク セス し 、 アッ プロ ード し てく ださ い。  

   ③ 入力完了後、 入力事項確認画面に遷移し ま す。 入力内容に誤り がな いか確認のう え 、

「 エン ト リ ー」 を 選択し てく ださ い。  

オ 申込完了 

    上記手順ア～エのすべてが正常に終了し た人は、 申込完了と なり ま す。  

   ① 登録し た メ ールア ド レ ス に、「【 津市役所】 申込完了のお知ら せ」 が送付さ れて いる か

確認し てく ださ い。  

② 職種以外の内容はマイ ページ内のメ ニュ ー「 エン ト リ ー修正」 から 修正する こ と がで

き ま すが、 当市が申込内容の審査を 終えた申込みについては、「 エン ト リ ー修正」 が表示

さ れま せんので、 修正する こ と ができ ま せん。 修正の必要がある 場合は、 津市総務部人事

課（ 電話番号 ０ ５ ９ －２ ２ ９ －３ １ ０ ６ ） ま でご 連絡く ださ い。  

   ③ 申込期間中に申込みが完了し なかっ た場合は受験でき ま せん。  

※ 受付期間中は２ ４ 時間申込みを 受け付けま すが、 保守点検作業等のため、 サーバーを

停止する 場合がある ほか、 受付期間終了の直前は、 サーバーが混み合う おそれがあり ま

すので、 余裕を も っ て早めに申込みを 行っ てく ださ い。  

※ 申込み中に受付期間が終了する と 、 シス テム 上はエン ト リ ーが完了する 場合があ り ま

すが、 受付期間を 過ぎた申込みは受け付ける こ と ができ ま せん。  

※ 使用さ れる 機器や通信回線上の障害等によ る ト ラ ブルについて は、 一切責任を 負い

ま せんのでご 留意く ださ い。  

※ 申込内容に不備があ る 場合等は、 電話又はメ ールで問い合わせを する こ と があり ま す。

その場合、 マイ ページにロ グイ ン し て申込内容の修正を 行っ てく ださ い。  

※ こ の段階はま だ仮登録状態です。 受験申込みは完了し ていま せんので、 下記「 エ 本登録」

の説明に沿っ て、 申込みを 完了し てく ださ い。  



 

（ ４ ） 受験票の印刷手順 

  ア  マイ ページにロ グイ ン  

受付締切後、 令和７ 年１ 月６ 日（ 月） に「 受験票発行のご 案内」 を マイ ページに通知し ま

すので、 マイ ページにロ グイ ン し 、 到着を 確認し てく ださ い。  

※ 令和７ 年１ 月１ ０ 日（ 金） ま でに上記通知が届かな い場合は、 必ず津市総務部人事課

（ 電話番号 ０ ５ ９ －２ ２ ９ －３ １ ０ ６ ） へお問い合わせく ださ い。  

  イ  受験票の印刷 

マイ ページ内のメ ニュ ー「 受験票」 を 選択し 、 受験票を 白色の A４ サイ ズ（ 縦： ２ ９ ． ７

ｃ ｍ、 横： ２ １ ｃ ｍ） の用紙に印刷し た後、 切り 取り 線に沿っ て切り 取っ てく ださ い（ 白黒

印刷可）。 試験名、 試験区分、 受験番号、 氏名、 試験会場、 試験科目、 試験時間及びご 自身

の顔写真が印刷さ れている こ と を 確認し てく ださ い。  

  ウ  受験票への署名 

受験票に記載さ れて いる 事項及び受験案内の受験資格を 再度確認し 、 申込者本人が署名

し て、 受験票を 各試験受験の際に必ず持参し てく ださ い。  

   ※ 障がい等によ り 受験者本人が直筆で記入する こ と が困難な場合は、 代筆での記入を 可と

し ま す。  

 

（ ５ ） やむを 得ない事情によ り 電子申請ができ ない場合 

受験申込みは、 原則、 電子申請（ イ ン タ ーネッ ト によ る 申込み） と なり ま すが、 やむを 得な

い事情（ 下記ア「 やむを 得ない事情について」 参照） によ り 電子申請ができ ない場合は、 郵送

によ る 申込みを 受け付けま す。  

上記の場合、 今後の選考過程における 連絡方法等お伝え し た いこ と があ り ま すので、 事前

に津市総務部人事課（ 電話番号 ０ ５ ９ －２ ２ ９ －３ １ ０ ６ ） に連絡のう え 、 最終頁にあ る

「 電子申請申出書」 の各項目すべてを 記入し 、 提出し てく ださ い。  

ま た、 本申出書を 提出する 場合においても 、 申出内容を 基に、 当市においてエン ト リ ーシー

ト を 作成し ま すので、 １ ０ 頁「 電子申請（ イ ン タ ーネッ ト によ る 申込み） に係る 応募者利用

規約について 」 を 必ずご 確認いただき 、 申出書の「 １ ． 利用規約について」 に同意（ ☑を 記

入） を お願いし ま す。   

ア やむを 得ない事情について  

 下記の項目に該当する 場合を やむを 得ない事情と し ま す。  

   ・ イ ン タ ーネッ ト に通信可能なパソ コ ン ・ ス マート フ ォ ンを 所持し ていない。  

   ・ その他イ ン タ ーネッ ト に通信可能な場所を 利用でき ない（ 例： 学校や公共施設内のフ リ ー

パソ コ ン 等）。  

   ・ 障がい等によ り イ ン タ ーネッ ト の利用ができ ない。  

  イ  受付期間 

    令和６ 年１ １ 月１ １ 日（ 月） から 令和６ 年１ ２ 月２ ０ 日（ 金） ま で（ 土曜日・ 日曜日・ 祝

日を 除く 。） の午前８ 時３ ０ 分から 午後５ 時１ ５ 分ま で  

  ウ  提出書類 

   ① 電子申請申出書（ 最終頁） ------１ 通 

※ 切り 取り 線に沿っ て、 申出書を 受験案内から 切り 離し 、 使用し てく ださ い。  

※ 申出書に写真を はり 付けてく ださ い。 なお、 写真は申込み前６ か月以内に、 無背景、

脱帽で上半身（ 胸部よ り 上） 正面向を 撮影し た縦４ ５ m m 、 横３ ５ m m の大き さ と し ま

す（ 写真の裏面に氏名を 記入）。  

※ 記入例（ １ １ 頁） を 参考に正し く 作成し てく ださ い。  

※ 申出書は受験者本人が直筆で記入し てく ださ い。 ただし 、 障がい等によ り 受験者本人

が直筆で記入する こ と が困難な場合は、 代筆での記入を 可と し ま す。  

② 返信用封筒------２ 通 

※ 返信用封筒のサイ ズ： 長形３ 号（ 縦： ２ ３ ． ５ cm 、 横： １ ２ cm ）  

※ こ の返信用封筒によ り 受験票及び第１ 次試験に係る 合否通知を 送付し ま すので、 １ １

０ 円切手を はり 付け、 宛て先に受験者の郵便番号、 住所及び氏名（ 敬称は「 様」） を 記

入し てく ださ い。  

エ 提出方法 

① 上記提出書類を 封入し た封筒の表面に「 津市職員採用試験電子申請申出書在中」 と 朱書



 

き の上、 必ず簡易書留郵便によ り 、 次の送付先ま で送付し てく ださ い。  

② 令和６ 年１ ２ 月２ ０ 日（ 金） 午後５ 時１ ５ 分ま でに、 津市総務部総務課文書・ 公開担

当（ 津市本庁舎７ 階） に到着し た分のみを 受け付けま す。  

【 送付先】 〒５ １ ４ －８ ６ １ １  津市西丸之内２ ３ 番１ 号 津市総務部人事課宛て  

※ 郵便事情等によ り 書類到着の遅延等が発生し た場合における 受付期間経過後の申込み

については、 受付を 行わないため、 申出書等は余裕を 持っ て早い時期に提出し てく ださ

い。  

③ 令和７ 年１ 月６ 日（ 月） に、 受験票及び第１ 次試験の案内を 発送し ま す。 令和７ 年１ 月

１ ０ 日（ 金） ま でに受験票等が届かない場合は、 津市総務部人事課（ 電話番号 ０ ５ ９ －

２ ２ ９ －３ １ ０ ６ ） へお問い合わせく ださ い。  

 

（ ６ ） その他 

ア 申込内容に記載漏れ等の不備がある 場合又は虚偽の記載等があ る 場合等は受験を 無効と す

る こ と があ り ま すので、 受験手続には十分注意し てく ださ い（ 郵送の場合、 受付は行わず、

書類を 返信用封筒によ り 返却し ま す。）。  

イ  第１ 次試験において、 障がい等を 理由に配慮を 希望する 内容がある 場合、 津市総務部人事

課（ 電話番号 ０ ５ ９ －２ ２ ９ －３ １ ０ ６ ） ま でご 連絡く ださ い。  

 

４ 第１次試験 
（ １ ） 試験科目及び試験の内容 

職 種 試験科目 試 験 の 内 容 

事務職 教養試験 

時事、 社会・ 人文及び自然に関する 一般知識並びに文

章理解、 判断・ 数的推理及び資料解釈に関する 能力につ

いての択一式（ マーク シート 方式） によ る 筆記試験 

保育士 
専門試験 

（ 保育士）  

社会福祉、 子ど も 家庭福祉（ 社会的養護を 含む。）、 保

育の心理学、 保育原理・ 保育内容及び子ど も の保健に関

する 択一式（ マーク シ ート 方式） によ る 筆記試験（ 障害

児保育については、 上記のいずれかの分野で出題する こ

と があり ま す。）  

保健師 
専門試験 

（ 保健師）  

公衆衛生看護学、 疫学、 保健統計学及び保健医療福祉

行政論に関する 択一式（ マーク シート 方式） によ る 筆記

試験 

技能員 

（ 調理員）  
業務適性検査 

実務的な 業務において 、 処理を 集中し て 速く 正確に行

え る かを みる ための択一式（ マーク シ ート 方式） によ る

筆記試験（ 加減算の計算、 数の大小関係の判断、 文字や

図形の照合など の基礎的な問題）  

   ※ 教養試験の試験問題は、 高等学校卒業程度です。  

 

（ ２ ） 試験日 

令和７ 年１ 月１ ９ 日（ 日）  

 

（ ３ ） 試験場所 

   津市本庁舎（ 津市西丸之内２ ３ 番１ 号）  

※ 応募状況によ り 他会場でも 行う 場合があり ま す。  

 

（ ４ ） 結果発表 

   令和７ 年１ 月２ ７ 日（ 月）（ 予定） に津市ホーム ページへ合格者の受験番号を 掲載し 、 その

後、 受験者に対し 、 合否について マイ ページ に通知（ 電子申請ができ な い場合に該当する 方

は郵送） し ま す。  

   なお、 合否結果は個人情報のため、 電話等によ る 問い合わせには応じ ており ま せん。  



 

５ 第２次試験 

第１ 次試験合格者に対し て次のと おり 行いま す。  

 

（ １ ） 試験科目 

口述試験（ 個人面接）  

 

（ ２ ） 試験日 

令和７ 年２ 月７ 日（ 金） 又は同月１ ０ 日（ 月） （ 予定）  

※ 詳細については、 第１ 次試験の結果発表の際に通知し ま す。  

 

（ ３ ） 試験場所 

第１ 次試験の結果発表の際に通知し ま す。   

 

６ 最終合格者発表 
令和７ 年２ 月中旬に津市ホーム ページへ合格者の受験番号を 掲載し 、 その後、 第２ 次試験受験

者に対し 、 合否についてマイ ページに通知し ま す。  

ま た、 最終合格発表は郵送でも 通知し ま すので確認し てく ださ い。  

  なお、 合否結果は個人情報のため、 電話等によ る 問い合わせには応じ ており ま せん。  

 

７ 合格から採用まで 
（ １ ） 最終合格者は、 成績順に名簿に記載さ れ、 令和７ 年４ 月１ 日以降、 職員の育児休業の状況等

に応じ て 採用する 予定です（ 名簿に記載さ れて も 必ず採用さ れる と は限り ま せん。 名簿の記

載期間は令和１ ２ 年３ 月３ １ 日ま でです。）。  

   

      

   職員の育児休業の状況等に応じて、名簿記載期間中に採用となります。 

    職 員 A  

 

 職 員 B 

  

          

                      

               

  任期付職員                         

                         名簿記載期間（５年間）  

                                              

（ ２ ） 採用に当たっ ては、 原則と し て名簿に記載さ れている 順に採用の諾否を 確認し 、 応諾後各種

書類の提出など の手続を 別途依頼し ま す。  

 

（ ３ ） 任期は、 職員が育児休業を 取得する 期間に応じ て決定さ れま す（ 育児休業の期間は、 最大で

３ 年間です。）。 ただし 、 任期の末日は、 職員の育児休業を 取得する 期間に関わら ず、 最大でも

年齢６ ０ 年に達し た日以後における 最初の３ 月３ １ 日ま でと し ま す。  

 

（ ４ ） 任期が満了し た場合でも 、 名簿記載期間中であれば、 再度任期付職員と し ての勤務を お願い

する 場合があり ま す。  

 

（ ５ ） 現在、 既に名簿に記載中の人がこ の試験に合格し た場合は、 現在の名簿記載期間中は従前の

試験によ る 順位が優先さ れ、 現在の名簿記載期間終了後に、 こ の試験に基づく 順位によ る 記載

が有効と なり ま す。  

 

 《参考》育休代替任期付職員の勤務期間（例）   

  育児休業（２年） 勤務 復帰 

復帰            勤務  育児休業（２年５か月） 

採用 採用 退職 退職 

    勤務（２年）    勤務（２年５か月）  



 

  （ 例） 現在の名簿記載期間が令和４ 年４ 月１ 日から 令和９ 年３ 月３ １ 日ま での方 

     令和９ 年３ 月３ １ 日ま では、 現在の名簿記載順位によ り 採用等が行われ、 当該名簿記載

期間が 終了し た 次の 日で あ る 令和９ 年４ 月１ 日か ら は 、 こ の 試験の 結果に 基づく 順    

位によ り 採用等が行われる こ と になり ま す。  

 

（ ６ ） 受験資格を 満たさ ない場合又は申込書に虚偽の記載がある 場合等は、 合格を 取り 消し 、 名簿

から 削除し ま す。  

 

（ ７ ） 日本国籍を 有し ない人で、 就職が制限さ れている 在留資格の人は、 採用さ れま せん。  

 
８ 給与 

（ １ ） 初任給の例 

職 種 初 任 給 

事 務 職 

保 育 士 

大学院（ 修士課程） 修了    ２ ０ ８ ， ０ ０ ０ 円  

大学卒 １ ９ ６ ， ２ ０ ０ 円  

短期大学・ 高等専門学校・ 専修学校

（ 専門課程） 卒 
１ ８ １ ， ８ ０ ０ 円  

高等学校卒等 １ ７ ０ ， ９ ０ ０ 円  

保 健 師 大学・ 保健師養成所卒 １ ９ ６ ， ２ ０ ０ 円  

技能員（ 調理員）  １ ８ 歳の場合 １ ７ ０ ， ９ ０ ０ 円  

  ※１  上記は新卒者等が令和６ 年４ 月１ 日付けで採用さ れた場合の初任給であ り 、 採用ま で

に給料の改定等があっ た場合は、 当該改定等後の額と なり ま す。  

  ※２  職務経験等がある 場合は、 一定の基準に基づいた加算措置があり ま す。  

 

（ ２ ） 給与 

津市職員の給与に関する 条例等の定める と こ ろ によ り 、 給料、 扶養手当、 地域手当、 住居手

当、 通勤手当、 期末手当、 勤勉手当、 退職手当等が支給さ れま す。  

 

９ 勤務条件等 
（ １ ） 勤務時間 

   原則と し て、 月曜日から 金曜日ま での午前８ 時３ ０ 分から 午後５ 時１ ５ 分ま で（ 休憩時間は

正午から 午後１ 時ま で） です。 ただし 、 勤務場所等によ っ て異なる 場合があ り ま す。  

（ 例１ ） 児童福祉施設（ 保育所、 認定こ ど も 園） に勤務する 保育士の場合 

勤務時間は、 原則、 月曜日から 土曜日ま でのう ち１ 週間当たり ５ 日勤務で、 午前７ 時

１ ５ 分から 午後６ 時３ ０ 分ま でのう ち７ 時間４ ５ 分（ 施設等によ り 異なる 場合があ り ま

す。）  

（ 例２ ） 学校等に勤務する 技能員（ 調理員） の場合 

勤務時間は、 原則、 月曜日から 金曜日ま での午前８ 時から 午後４ 時４ ５ 分ま で（ 学

校等によ り 異なる 場合があり ま す。）  

 

（ ２ ） 勤務場所 

本庁舎、 各総合支所、 その他市の機関及び施設で勤務し ま す。  

 

（ ３ ） 休日 

   原則と し て、 週休２ 日制（ 土曜日・ 日曜日） で、 国民の祝日に関する 法律に規定さ れている

休日及び年末年始の休日（ １ ２ 月２ ９ 日から 翌年の１ 月３ 日ま で） があ り ま す。 た だし 、 勤

務場所等によ っ て異なる 場合があ り ま す（「（ １ ） 勤務時間」 を 参照）。  

 



 

（ ４ ） 休暇等 

年次有給休暇、 特別休暇（ 夏季休暇、 結婚休暇等）、 病気休暇、 介護休暇及び介護時間等が

あり ま す。  

 

（ ５ ） 福利厚生 

ア 健康診断 

    全職員を 対象と し た定期健康診断のほか、 各種の健康診断を 実施し ていま す。  

イ  健康保険等 

    三重県市町村職員共済組合等に加入し 、 医療に係る 給付等が受けら れま す。  

ウ  レ ク リ エーショ ン 等 

    津市職員共済組合によ る 庁内各種ス ポーツ 大会等の事業等を 実施し ていま す。  

 

（ ６ ） 研修 

実務研修、 階層別研修など 様々な研修を 実施し ていま す。  

 

（ ７ ） その他 

育児休業及び育児短時間勤務を する こ と はでき ま せん。  

 

１０ その他 

（ １ ） 任期付職員への採用は、 正規職員の採用と は無関係です。 正規職員になる ためには、 必ず

そのた めの採用試験に合格し な く て はなり ま せん。 ま た、 任期付職員の任期中及び名簿記載

期間であ っ ても 、 正規職員の採用試験を 受験する こ と は可能です。  

 

（ ２ ） 採用後６ か月の間は、 地方公務員法第２ ２ 条に基づき 条件付の採用と なり 、 その職務を 良好

な成績で遂行し たと き に正式採用になり ま す（ 給与等に変動はあり ま せん。）。  

 

（ ３ ） 災害や天候等によ っ ては、 試験日程等を 変更する 場合があり ま す。 津市ホ ーム ページ又はマ

イ ページでお知ら せし ま すので必ず事前にご 確認く ださ い。  

 

（ ４ ） こ の試験の詳細や障がい等を 理由と し た職員採用試験に係る 配慮事項等については津市総務

部人事課（ 津市本庁舎７ 階） ま でお問い合わせく ださ い。  

電話番号（ ０ ５ ９ －２ ２ ９ －３ １ ０ ６ ）  

メ ールアド レ ス （ 229-3106@ci ty.tsu . l g . jp）  

 

mailto:229-3106@city.tsu.lg.jp


 

◎ 日本国籍を 有し ない人が津市育休代替任期付職員採用試験を 受験する に当たっ て  

 

日本国籍を 有し ない人の任用等について  

 

 「 公権力の行使」 又は「 公の意思の形成への参画」 にたずさ わる 公務員と なる ためには、 日本国

籍を 必要と し 、 それ以外の公務員と なる ためには、 必ずし も 日本国籍を 必要と し ないと いう 、 いわ

ゆる 公務員に関する 基本原則に基づき 、 任用さ れま す。  

 し たがいま し て、 日本国籍を 有し ない人については、「 公権力の行使」 に係る 職務にたずさ わら

ないこ と を 条件と し て、 任用を 行いま す。  

ま た、 日本国籍を 有し ない人については、 職種を 問わず、「 公の意思の形成への参画」 にたずさ

わる 職には、 将来においても 、 任用し ないこ と を 条件と し て、 採用を 行いま す。  

なお、「 公権力の行使」 に係る 職務と は、 次のと おり です。  
 
１  市民等に対し て命令、 強制等を 加え、 一方的に市民等の権利を 制限し たり 、 自由を 規制し た

り 、 権力的に規律し たり する 内容を 含む業務 

２  公共の福祉の維持・ 増進のため、 市民等に対し て義務や負担を 一方的に課する 内容を 含む業    

務 

３  市民等に対し て強制力を も っ て執行する 業務 

４  施設管理等に関する 裁量権のあ る 業務 

※ 「 公権力の行使」 に係る 職務の具体例 

  建築確認、 都市計画決定、 生活保護決定、 設備の設置命令、 税・ 国民健康保険料の賦課、 強

制力のあ る 立入検査、 土地収用、 税等の滞納処分、 施設の使用許可、 道路の占用許可等に係る

業務                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

電子申請（ イ ン タ ーネッ ト によ る 申込み） に係る 応募者利用規約について  

 
登録フ ォ ーム にご 登録いた だく 個人情報の取扱いに関する 規約 

 

１ ． 登録フ ォ ーム  

登録フ ォ ーム と は、 津市役所 (住所： 津市西丸之内 23 番 1 号)がイ ン タ ーネッ ト 上の人材採用サイ ト にて 提供する 、 個人情報

の入力・ 送信フ ォ ーム を 指し ま す。  

 

２ ． 個人情報の取得及び利用の目的 

・ 津市役所は登録フ ォ ーム を 通じ て 、 当市に勤務する 職員を 採用する 目的で、 必要な 範囲において 個人情報を 取得いたし ま

す。  

・ 取得し た 個人情報は、 当市の人材採用以外の目的には一切利用いたし ま せん。  

 

３ ． 個人情報の取扱いの委託・ 提供 

・ 津市役所は、 第 2 項記載の目的の達成に必要な 範囲で、 個人情報の取得・ 分析、 そ の他の処理を 委託する 場合があ り ま す。  

・ 以下の場合を 除き 、 取得し た 個人情報を 当該応募者の同意を 得ずに第三者に開示・ 利用・ 提供を し ま せん。  

１ ） 法令に基づく 場合 

２ ） 人の生命、 身体、 又は財産の保護のた めに必要があ る 場合であ っ て 、 本人の同意を 得る こ と が困難な 場合 

３ ） 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のた めに特に必要があ る 場合であ っ て 、 本人の同意を 得る こ と が困難な と き  

４ ） 国の機関も し く は地方公共団体又はそ の委託を 受けた 者が法令の定める 事務を 遂行する こ と に対し て 協力する 必要があ る  

場合であ っ て、 本人の同意を 得る こ と によ り 当該事務の遂行に支障を 及ぼすおそれがあ る と き  

 

４ ． 個人情報の管理 

・ 津市役所は、 第三者が取得し た個人情報に不当に触れる こ と がな いよ う 、 合理的な 範囲で厳重に管理いたし ま す。  

・ 応募者の個人情報の閲覧は、 個人情報の適切な 取扱いに関する 教育を 受け、 津市役所が認めた者に限定し ま す。  

 

５ ． 個人情報の管理責任者 

・ 下記の職種以外      津市総務部人事課 人事課長 

・ 消防職          津市消防本部消防総務課 消防総務課長 

・ 幼稚園教諭及び養護教諭  津市教育委員会事務局教育総務部教育総務課 教育総務課長 

 

６ ． 個人情報の統計的利用 

当市は、 取得さ せて いただいた 個人情報を 個人が特定でき ないよ う な 形で統計的に処理し 、 統計、 分析そ の他の目的で利用さ  

せて いた だく こ と があ り ま す。  

 

７ ． 個人情報を 提供し な かっ た 場合に生じ る 結果について  

津市は、 当市に勤務する 職員を 採用する 目的で個人情報を 取得し て おり 、 必要事項を 入力いた だけ な い場合は、 選考でき ない  

こ と があ り ま す。  

 

８ ． 個人情報の利用目的の通知、 開示・ 訂正・ 追加・ 削除・ 利用停止・ 消去 

・ 応募者よ り 本人情報の利用目的の通知、 開示・ 訂正・ 追加・ 削除・ 利用停止・ 消去依頼があ っ た 場合、 法令に従い、 遅滞な く  

対応いた し ま す。  

・ 個人情報の利用目的の通知、 開示・ 削除・ 利用停止・ 消去依頼方法は、 登録 I D、 氏名、 依頼内容を 記載の上、 第 9 項の連絡 

先宛に電子メ ールで送信し て く ださ い。 津市は登録時のメ ールア ド レ ス から の受信と 、 そ の後のメ ールでの依頼内容確認に対 

する 返信によ り 、 本人確認と し ま す。  

・ 個人情報の訂正・ 追加を 希望する 場合は、 訂正・ 追加を 反映し た 最新の個人情報を 前回と 同じ メ ールア ド レ ス を 入力の上、 登 

録フ ォ ーム よ り 再送信する こ と で津市は訂正・ 追加を 受け 付け いたし ま す。 津市役所は前回と 同じ メ ールア ド レ ス での登録に  

よ り 、 本人確認と し ま す。  

・ 代理人から の利用目的の通知、 開示・ 訂正・ 追加・ 削除・ 利用停止・ 消去依頼について は、 前述の手続き の他、 法的に委任さ  

れた こ と が確認でき る 内容の委任状(書式自由)を 別途、 第 9 項連絡先宛に郵送し て く ださ い。  

・ 個人情報の利用目的の通知、 開示・ 訂正・ 追加・ 削除・ 利用停止・ 消去等に関連し 郵送料等の実費が発生する 場合には、 応募 

者負担と し ま す。  

 

９ ． 連絡先 

個人情報の取扱いについて のご 連絡は、 以下メ ールア ド レ ス 宛に電子メ ールでご 連絡く ださ い。  

・ 下記の職種以外 

 津市総務部人事課 229-3106@ci ty. tsu . l g . jp 

 （ 〒514-8611 津市西丸之内 23 番 1 号）  

・ 消防職 

 津市消防本部消防総務課 254-0351@ci ty. tsu . l g . jp 

 （ 〒514-1101 津市久居明神町 2276 番地）  

・ 幼稚園教諭及び養護教諭 

 津市教育委員会事務局教育総務部教育総務課 229-3292@ci ty. tsu . l g . jp 

 （ 〒514-0035 津市西丸之内 37 番 8 号）  

 

mailto:229-3106@city.tsu.lg.jp
mailto:254-0351@city.tsu.lg.jp
mailto:229-3292@city.tsu.lg.jp


１ ． 利用規約について

受験する職種を確認して✔ 印をしてください。

３ ． 本登録情報

郵便番号　　　　　　－ ☑ 上記と同じ

電　　話（　　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　） （日本国籍を有しない人：西暦　　　　　年　　　月　　　日）

職歴（直近（現在含む。）から順に全部記入（在学期間中のアルバイト等は不要）してください。ない場合は「なし」と記入してください。）

各種資格・免許（取得見込みも記入)　　※保育士、保健師の受験者は受験に必要な資格の取得・登録（見込み）年月を必ず記入してください。

１ 　 禁錮以上の刑に処せら れ、 その執行を 終わる ま で又はその執行を受ける こ と がなく なる ま での者

２ 　 津市において懲戒免職の処分を受け、 当該処分の日から ２ 年を 経過し ない者

　 氏　 名　 　 津市　 　 太郎

現住所

　 令和 ６  年 １ ２  月 １  日 

　  年　　月
・登録
・登録見込み 　  年　　月

・取得
・取得見込み 普通自動車免許

昭和
平成
令和

年　  　月～

H24年　８月

昭和
平成
令和

26年　 　4月～

　・卒／修了　　　 　・(　　　　)年中退
　・卒見／修見　  　・(　　　　)年在学

昭和

平成
令和

３ 　 日本国憲法施行の日以後において、 日本国憲法又はその下に成立し た政府を暴力で破壊する こ と を主張する 政党その他の団体
　 を 結成し 、 又はこ れに加入し た者

　 私は、 「 公権力の行使」 又は「 公の意思の形成への参画」 にたずさ わる 公務員と なる ためには、 日本国籍を必要と し 、 それ以外
の公務員と なる ためには、 必ずし も 日本国籍を 必要と し ないと いう 、 いわゆる 公務員に関する 基本原則に基づき 、 任用がなさ れる
こ と 及び津市育休代替任期付職員採用試験（ 名簿記載期間　 令和７ 年４ 月１ 日から 令和１ ２ 年３ 月３ １ 日ま で） 受験案内の記載内
容等を了承し た上で、 津市育休代替任期付職員採用試験を 受験し たいので、 表記のと おり 申し 込みま す。
　 なお、 私は、 次のいずれにも 該当し ており ま せん。 ま た、 こ の申込書の記載事項は、 事実に相違あり ま せん。

・取得
・取得見込み

・取得
・取得見込み

　欠格事項

　  年　　月　  年　　月
・取得
・取得見込み

☑ 日本国籍
国籍

□日本国籍以外 ⇒ 在留資格 （ ）

年　  　月～
昭和
平成
令和

営業部営業課 27年　 　5月

昭和

平成
令和

昭和
平成
令和

　　年　　 　月

㈱○○建設 ・正規職員　　　・臨時、アルバイト等
・自家営業　　　・その他（　　　　　　）

・正規職員　　　・臨時、アルバイト等
・自家営業　　　・その他（　　　　　　）

・正規職員　　　・臨時、アルバイト等
・自家営業　　　・その他（　　　　　　）

　  年　　月

昭和
平成
令和

　　年　　 　月

昭和
平成
令和

昭和
平成
令和

・取得
・取得見込み

　　年　 　　月

～
昭和
平成
令和

勤　務　先

普通科 ３年制

年　 　  月28年　 　1月～○○市役所

・正規職員　　　・臨時、アルバイト等
・自家営業　　　・その他（　　　　　　）

昭和
平成
令和

年　  　月～

昭和

平成
令和

　22年　　3月
　・卒／修了　　　 　・(　　　　)年中退
　・卒見／修見　  　・(　　　　)年在学

昭和

平成
令和

229-3106@city.tsu.lg.jp

顔写真

・ 申込み前６ か月以内に、 無背
景、 脱帽で上半身正面向を撮影
し た縦45㎜、 横35㎜の写真をは
り 付けてく ださ い。
　
・ 写真の裏面に氏名を記入し て
く ださ い。

生年月日

学歴（最終学歴から順に高等学校までの期間を記入してください。）

昭和
平成
令和

　22年　　4月 ～
昭和
平成
令和

　ツ　シ　　　タ　ロ　ウ　　

　　（満  ３３  歳）
平成

　□保健師　　□技能員(調理員)

　☑事務職　　□保育士

電　　話

□□学科

郵便番号　　　514　－　8611

津市西丸之内２３番１号
　ツ　シ　ニシ　マル　ノ　ウチ

４年制 　26年　　3月

携帯電話 090 - 1234 - 5678059 - 229 - 3106

　年　　　　  月

　19年　　4月

・正規職員　　　・臨時、アルバイト等
・自家営業　　　・その他（　　　　　　）市民課

学　部

△△学部

電子申請申出書

学　校　名

○○大学

☑津市育休代替任期付職員採用試験受験案内の１ ０ 頁「  電子申請（ イ ンタ ーネッ ト によ る 申込み） に係る 応募者利用
　 規約について」 の内容のすべてを確認し 、 その内容に同意し ま す。

氏　　名

三重県立○○高等学校

２ ． 応募者マイ ページ 仮登録情報

　勤務形態
（該当するものを○で囲み、必要事項を記入してください。）

部課・職務内容

住所フリガナ

緊急連絡先（家族の住所等）

受
験
職
種

性別

男
・
女

在　職　期　間

津市　太郎

フリガナ

メールアドレス

　 やむを 得ない事情で電子申請（ イ ン タ ーネッ ト によ る 申込み） ができ ない場合は、 郵送によ る 申込みを 受
け付けま す。
　 ま た、 本申出書によ る 申請の場合、 今後の選考過程における 連絡方法等お伝えし たいこ と があり ま すの
で、 事前に津市総務部人事課（ 電話番号０ ５ ９ －２ ２ ９ －３ １ ０ ６ ） ま でご 連絡く ださ い。

～

令和7年4月1日現在

昭和
　３年　９月　１日

津市育休代替任期付職員採用試験申込書
（名簿記載期間　令和7年4月1日から令和12年3月31日まで）

☑電子申請ができ ないやむを得ない事情に該当する （ 例： パソ コ ン・ ス マート フ ォ ンを所持し ていない。 ） 。
☑事前に津市総務部人事課に連絡し 、 案内を受けている 。

＜提出前にチェ ッ ク （ ☑を 記入） し てく ださ い。 ＞

昭和
平成
令和

　年　　　　  月 ～
昭和
平成
令和

　年　　　　  月
　・卒／修了　　　 　・(　　　　)年中退
　・卒見／修見　  　・(　　　　)年在学

学科・専攻 年制

　年　　　　  月
　・卒／修了　　　 　・(　　　　)年中退
　・卒見／修見　  　・(　　　　)年在学

在　学　期　間
該当するものを○で囲み、

必要事項を記入してください。

昭和
平成
令和

記 入 例

学歴・ 職歴は、 直

近の歴から 順に、

正確に記入し てく

ださ い。

（ 在学期間や在職

期間、 勤務形態等

が抜けている と 記

入漏れになり ま

す。 ）

職歴がない場合は

「 なし 」 と 記入し

てく ださ い。

欄が不足する 場合

は、 別紙を 作成す

る 等し てく ださ い。

やむを 得な

い事情及び

利用規約の

内容を ご 確

認いただい

たう えで、

チェ ッ ク

ボッ ク ス に

チェ ッ ク を

入れてく だ

さ い。

※すべてに

該当し ない

場合は、 本

申出書は使

用でき ま せ

ん。

必ず記入し てく ださ い。

写真の

裏面に、

氏名を

記入し

てく だ

さ い。

現在

アルバイ ト 等も 含めてすべて記入し

てく ださ い（ 在学期間中のアルバイ

ト 等は不要です。 ） 。

欄が不足

する 場合

は、 別紙

を 作成す

る 等し て

く ださ い。

電子申請ができない場合

【保育士受験の方】

保育士登録
【保健師受験の方】

保健師免許
【保育士受験の方】

幼稚園教諭普通免許

申込書提出時点において在

職し ている 場合は、 在職期

間に「 現在」 と 記入し てく

ださ い。

必ず記入し てく ださ い。

日本国籍を 有し ない人は記入し てく ださ い。

mailto:229-3106@city.tsu.lg.jp


１ ． 利用規約について

受験する職種を確認して✔ 印をしてください。

３ ． 本登録情報
郵便番号　　　　　　－

郵便番号　　　　　　－ □上記と同じ

電　　話（　　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　） （日本国籍を有しない人：西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日）

職歴（直近（現在含む。）から順に全部記入（在学期間中のアルバイト等は不要）してください。ない場合は「なし」と記入してください。）

各種資格・免許（取得見込みも記入)　※保育士、保健師の受験者は受験に必要な資格の取得・登録（見込み）年月を必ず記入してください。

１ 　 禁錮以上の刑に処せら れ、 その執行を 終わる ま で又はその執行を 受ける こ と がなく なる ま での者

２ 　 津市において懲戒免職の処分を 受け、 当該処分の日から ２ 年を 経過し ない者

　 氏　 名　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

・正規職員　　　・臨時、アルバイト等
・自家営業　　　・その他（　　　　　　）

昭和

平成

令和
年　  　　月～

昭和

平成

令和
　　年　 　　　月

津市育休代替任期付職員採用試験申込書
（名簿記載期間　令和7年4月1日から令和12年3月31日まで）

・正規職員　　　・臨時、アルバイト等
・自家営業　　　・その他（　　　　　　）

昭和

平成

令和
年　  　　月～

昭和

平成

令和

勤　務　先 部課・職務内容 　勤務形態
（該当するものを○で囲み、必要事項を記入してください。）

在　職　期　間

　欠格事項
　 私は、 「 公権力の行使」 又は「 公の意思の形成への参画」 にたずさ わる 公務員と なる ためには、 日本国籍を 必要と し 、 それ以外
の公務員と なる ためには、 必ずし も 日本国籍を 必要と し ないと いう 、 いわゆる 公務員に関する 基本原則に基づき 、 任用がなさ れる
こ と 及び津市育休代替任期付職員採用試験（ 名簿記載期間　 令和７ 年４ 月１ 日から 令和１ ２ 年３ 月３ １ 日ま で） 受験案内の記載内
容等を 了承し た上で、 津市育休代替任期付職員採用試験を 受験し たいので、 表記のと おり 申し 込みま す。
　 なお、 私は、 次のいずれにも 該当し ており ま せん。 ま た、 こ の申込書の記載事項は、 事実に相違あり ま せん。

３ 　 日本国憲法施行の日以後において、 日本国憲法又はその下に成立し た政府を 暴力で破壊する こ と を 主張する 政党その他の団体
　 を 結成し 、 又はこ れに加入し た者

　 令和    年　   月　 　 日 

国籍
□日本国籍
□日本国籍以外 在留資格 （ ）⇒

　  年　　月
・取得

・取得見込み 　  年　　月
・取得

・取得見込み 　  年　　月
・取得

・取得見込み

　  年　　月
・登録

・登録見込み 　  年　　月
・取得

・取得見込み 　  年　　月
・取得

・取得見込み

昭和

平成

令和
年　  　　月～

・正規職員　　　・臨時、アルバイト等
・自家営業　　　・その他（　　　　　　）

昭和

平成

令和
年　  　　月～

昭和

平成

令和
　　年　 　　　月

・正規職員　　　・臨時、アルバイト等
・自家営業　　　・その他（　　　　　　）

昭和

平成

令和
年　  　　月～

昭和

平成

令和

昭和

平成

令和
　　年　 　　　月

・正規職員　　　・臨時、アルバイト等
・自家営業　　　・その他（　　　　　　）

　年　　　　  月
昭和

平成

令和

切
 
り
 
取
 
り
 
線

現住所
住所フリガナ

緊急連絡先（家族の住所等） 生年月日

昭和

平成

学歴（最終学歴から順に高等学校までの期間を記入してください。）

学　校　名 学　部 在　学　期　間年制

メールアドレス

電　　話　 　 　 　 　 -　 　 　 　 -　 　 　 　 　携帯電話　 　 　 　 　 -　 　 　 　 -　 　 　 　 　

令和7年4月1日現在

・ 申込み前６ か月以内に、 無背
景、 脱帽で上半身正面向を撮影
し た縦45㎜、 横35㎜の写真を は
り 付けてく ださ い。
　
・ 写真の裏面に氏名を 記入し て
く ださ い。

　　（満　　　　    歳）　　年　　　　月　　　　日

該当するものを○で囲み、
必要事項を記入してください。

電子申請申出書
　 やむを得ない事情で電子申請（ イ ンタ ーネッ ト によ る 申込み） ができ ない場合は、 郵送によ る 申込みを 受
け付けま す。
　 ま た、 本申出書によ る 申請の場合、 今後の選考過程における 連絡方法等お伝えし たいこ と があり ま すの
で、 事前に津市総務部人事課（ 電話番号０ ５ ９ －２ ２ ９ －３ １ ０ ６ ） ま でご連絡く ださ い。

□電子申請ができ ないやむを得ない事情に該当する （ 例： パソ コ ン ・ ス マート フ ォ ンを所持し ていない。 ） 。
□事前に津市総務部人事課に連絡し 、 案内を受けている 。

□津市育休代替任期付職員採用試験受験案内の１ ０ 頁「  電子申請（ イ ンタ ーネッ ト によ る 申込み） に係る 応募者利用
  規約について」 の内容のすべてを確認し 、 その内容に同意し ま す。

２ ． 応募者マイ ページ仮登録情報

フリガナ 性別
受
験
職
種

顔写真
氏　　名

＜提出前にチェ ッ ク （ ☑を記入） し てく ださ い。 ＞

　□事務職　　□保育士　

　□保健師　　□技能員(調理員)

男
・
女

学科・専攻

～

～

　　年　 　　　月

　・卒／修了　　　 　・(　　　　)年中退
　・卒見／修見　  　・(　　　　)年在学

～　年　　　　  月
昭和

平成

令和

　・卒／修了　　　 　・(　　　　)年中退
　・卒見／修見　  　・(　　　　)年在学

　・卒／修了　　　 　・(　　　　)年中退
　・卒見／修見　  　・(　　　　)年在学

　・卒／修了　　　 　・(　　　　)年中退
　・卒見／修見　  　・(　　　　)年在学

～

　年　　　　  月

　年　　　　  月

昭和

平成

令和

昭和

平成

令和

　　年　 　　　月

昭和

平成

令和
　年　　　　  月

昭和

平成

令和
　年　　　　  月

昭和

平成

令和
　年　　　　  月

昭和

平成

令和
　年　　　　  月

電子申請ができない場合

【保育士受験の方】

保育士登録

【保健師受験の方】

保健師免許
【保育士受験の方】

幼稚園教諭普通免許



 

 

津市公告第１６５号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和６年１１月５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

別紙のとおり 



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月20日 午前９時００分

8,863,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

表層　９７ｍ２

防止柵工　１２２ｍ

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

納所町地内道路改修工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 納所町

令和6年11月8日

令和6年11月12日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

Ｃ

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着令和6年11月15日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

・ 本件は週休２ 日モデル工事（ 受注者希望型） 試行案件です。

　 週休２ 日モデル工事に係る 特記仕様書を 必ず確認し て く ださ い。

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月15日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

506110501

令和7年2月28日

土木一式

所在地要件

ま で

津北工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

張りコンクリート　３６１ｍ２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度北道維第１ ７ 号

【 地区】

【 地区】



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月20日 午前９時３０分

6,079,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

現場打開渠工　１８．３ｍ

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

片田田中町及び野田地内水路改修工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 片田田中町及び野田

令和6年11月8日

令和6年11月12日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

Ｄ

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着令和6年11月15日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

・ 本件は週休２ 日モデル工事（ 受注者希望型） 試行案件です。

　 週休２ 日モデル工事に係る 特記仕様書を 必ず確認し て く ださ い。

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月15日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

506110502

令和7年2月28日

土木一式

所在地要件

ま で

農業基盤整備課

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

プレキャスト開渠工　９２．０ｍ

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度農基環第２ 号

【 地区】

【 地区】



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月20日 午前９時５０分

1,804,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

張コンクリート工　３９．９ｍ２

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

一身田豊野地内ため池（ 今井池） 廃止工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 一身田豊野

令和6年11月8日

令和6年11月12日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

Ｄ

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着令和6年11月15日

無

有

有

免 除

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月15日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

506110503

令和7年1月31日

土木一式

所在地要件

ま で

農業基盤整備課

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

プレキャスト開渠工　９．１ｍ

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度農基補第８ 号

【 地区】

【 地区】



円　 （ 税抜き ）

506110504

令和7年2月10日

土木一式

所在地要件

ま で

下水道工務課

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

久居

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

構造物取壊し工　一式

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度下工消総第１ 号

【 地区】

【 地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月15日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

必着令和6年11月15日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本件は週休２ 日モデル工事（ 受注者希望型） 試行案件です。

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

Ｄ ・ Ｃ

【 地区】

久居

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

戸木町及び久居一色町地内防火水槽撤去工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 戸木町及び久居一色町

令和6年11月8日

令和6年11月12日

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月20日 午前１０時１０分

5,884,000

　 週休２ 日モデル工事に係る 特記仕様書を 必ず確認し て く ださ い。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　 （ 税抜き ）

506110505

河芸・芸濃・安濃

令和7年2月28日

安芸

土木一式

所在地要件

ま で

津北工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

美里

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

表層　８９ｍ２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度北道維第１ ３ 号

【 地区】

【 地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月15日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

必着令和6年11月15日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本件は週休２ 日モデル工事（ 受注者希望型） 試行案件です。

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

Ｄ ・ Ｃ

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

Ｄ ・ Ｃ ・ Ｂ ・ Ａ ２ ・ Ａ １

【 地区】

安芸

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

側溝工　３４ｍ

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

美里町三郷地内道路改修工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 美里町三郷

令和6年11月8日

令和6年11月12日

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月20日 午前１０時３０分

5,186,000

　 週休２ 日モデル工事に係る 特記仕様書を 必ず確認し て く ださ い。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月20日 午前１０時５０分

1,240,000

　 週休２ 日モデル工事に係る 特記仕様書を 必ず確認し て く ださ い。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

安濃町川西地内防火水槽撤去工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 安濃町川西

令和6年11月8日

令和6年11月12日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

Ｄ

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

Ｄ ・ Ｃ ・ Ｂ ・ Ａ ２ ・ Ａ １

【 地区】

安芸

発 注 業 種

前 金 払

必着令和6年11月15日

無

有

有

免 除

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本件は週休２ 日モデル工事（ 受注者希望型） 試行案件です。

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月15日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

506110506

河芸・芸濃・美里

令和7年1月27日

安芸

土木一式

所在地要件

ま で

下水道工務課

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

安濃

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

構造物取壊し工　一式

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度下工消総第２ 号

【 地区】

【 地区】



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月20日 午前１１時１０分

9,031,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

末広町及び海岸町地内道路改修（ 舗装） 工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 末広町及び海岸町

令和6年11月8日

令和6年11月12日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

Ｂ ・ Ａ

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着令和6年11月15日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月15日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

506110507

令和7年2月28日

舗装

所在地要件

ま で

津北工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

表層　１，４２０ｍ２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度北道維第１ ４ 号

【 地区】

【 地区】



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月20日 午後１時３０分

8,264,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

殿舟団地第１ 号線ほか２ 線道路整備（ 舗装） 工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 小舟及び分部

令和6年11月8日

令和6年11月12日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

Ｂ ・ Ａ

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着令和6年11月15日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月15日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

506110508

令和7年2月28日

舗装

所在地要件

ま で

津北工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

表層　９７７ｍ２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度北道維環第７ 号

【 地区】

【 地区】



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月20日 午後２時００分

5,204,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

幸町地内道路改修（ 舗装） 工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 幸町

令和6年11月8日

令和6年11月12日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

Ｂ ・ Ａ

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着令和6年11月15日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月15日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

506110509

令和7年2月10日

舗装

所在地要件

ま で

津北工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

表層　８５２ｍ２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度北道維第１ ５ 号

【 地区】

【 地区】



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月20日 午後２時３０分

1,963,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

張りコンクリート　５９ｍ２

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

片田長谷場町及び片田志袋町地内道路改修（ 舗装） 工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 片田長谷場町及び片田志袋町

令和6年11月8日

令和6年11月12日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

Ｃ

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着令和6年11月15日

無

有

有

免 除

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月15日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

506110510

令和7年2月3日

舗装

所在地要件

ま で

津北工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

表層　１５０ｍ２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度北道維第１ ６ 号

【 地区】

【 地区】



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月20日 午後２時５０分

3,611,000

・ 同種工事実績要件における 官公庁等と は、 国の機関（ 独立行政法人、 公団、 事業団その他政令で定
める 法人を 含む。 ） 、 都道府県、 市町村等及びコ リ ンズ登録さ れた公益民間企業（ 交通（ 鉄道、 空
港） 、 資源エネルギー（ 電気、 ガス 、 石油） 、 通信会社等） と する 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

過去１０年間（平成２６年度以降）に施工が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
塗装工事で発注された路面標示・ライン設置工事等(舗装工事等に含まれるものを除く）

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

栗真小川高野尾町線交通安全施設（ 区画線） 整備工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 大里睦合町ほか２ 町

令和6年11月8日

令和6年11月12日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

Ａ １ ・ Ａ ２

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

【 地区】

発 注 業 種

前 金 払

必着令和6年11月15日

無

有

有

免 除

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を除く 。

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月15日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホームページ「 入札・ 契約」

ホームページにて回答

506110511

令和7年2月17日

塗装

所在地要件

ま で

津北工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

区画線工　２，８６８ｍ

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度北交安第１ 号

【 地区】

【 地区】



円　 （ 税抜き ）

・ 本件は週休２ 日モデル工事（ 発注者指定型） 試行案件です。

　 週休２ 日モデル工事に係る 特記仕様書を 必ず確認し て く ださ い。

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

本公告の日から

工 事 名

工 事 場 所

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日 工 事 担 当 課

設 計 図 書
の 閲 覧

塗装

所在地要件

【 格付】

閲 覧 期 間

津市 高洲町 地内

提 出 先 調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

市内本店

　（塗装修繕）

※上記に係る塗装修繕　一式

契約締結の日から

建設業許可 特定・ 一般

津・香良洲

令和7年2月20日

令和6年11月8日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

ホーム ページにて回答

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

技術者要件

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

【 地区】

設計図書等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限

主任( 監理) 技術者

令和6年11月15日

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

ま で

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

発 注 業 種

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 地区】

地 域 ・
格 付 要 件

あり

Ａ １ ・ Ａ ２

【 格付】

必着令和6年11月15日

無

免 除

有

回 答 日

入札保証金

部 分 払

郵 送 先

入 札 方 法

提 出 期 限

最低制限価格

契約保証金

無

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

前 金 払

その他

令和6年11月12日

令和6年11月20日 午後３時１０分

6,236,000

506110512

　 週休２ 日モデル工事に係る 経費の計上方法に注意し て く ださ い。

ま で

市営住宅課

令和６ 年度住第２ －３ 号

津・香良洲

格 付 要 件

【 格付】【 地区】

閲 覧 場 所

その他要件

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

津市市営高洲住宅（ １ ４ －６ ほか３ 戸） 屋根塗装替修繕

修繕



円　 （ 税抜き ）

・ 本件は週休２ 日モデル工事（ 発注者指定型） 試行案件です。

　 週休２ 日モデル工事に係る 特記仕様書を 必ず確認し て く ださ い。

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

本公告の日から

工 事 名

工 事 場 所

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日 工 事 担 当 課

設 計 図 書
の 閲 覧

塗装

所在地要件

【 格付】

閲 覧 期 間

津市 中河原 地内

提 出 先 調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

市内本店

　（塗装修繕）　

※上記に係る塗装修繕　一式

契約締結の日から

建設業許可 特定・ 一般

津・香良洲

令和7年2月20日

令和6年11月8日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

ホーム ページにて回答

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

技術者要件

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

【 地区】

設計図書等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限

主任( 監理) 技術者

令和6年11月15日

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

ま で

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

発 注 業 種

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 地区】

地 域 ・
格 付 要 件

あり

Ａ １ ・ Ａ ２

【 格付】

必着令和6年11月15日

無

免 除

有

回 答 日

入札保証金

部 分 払

郵 送 先

入 札 方 法

提 出 期 限

最低制限価格

契約保証金

無

免 除

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

前 金 払

その他

令和6年11月12日

令和6年11月20日 午後３時２０分

3,749,000

506110513

　 週休２ 日モデル工事に係る 経費の計上方法に注意し て く ださ い。

ま で

市営住宅課

令和６ 年度住第２ －４ 号

津・香良洲

格 付 要 件

【 格付】【 地区】

閲 覧 場 所

その他要件

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

津市市営大井住宅（ Ｂ －１ ３ 及びＢ －１ ４ ） 屋根塗装替修繕

修繕



円　 （ 税抜き ）

506110514

　 週休２ 日モデル工事に係る 経費の計上方法に注意し て く ださ い。

ま で

市営住宅課

令和６ 年度住第２ －２ 号

安芸

格 付 要 件

【 格付】【 地区】

Ａ １ ・ Ａ ２

閲 覧 場 所

その他要件

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

津市市営青木団地３ ０ 号及び３ １ 号屋根等修繕

修繕

必着令和6年11月15日

無

免 除

有

回 答 日

入札保証金

部 分 払

郵 送 先

入 札 方 法

提 出 期 限

最低制限価格

契約保証金

無

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

前 金 払

その他

令和6年11月12日

令和6年11月20日 午後３時３０分

5,790,000

発 注 業 種

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 地区】

地 域 ・
格 付 要 件

あり

Ａ １ ・ Ａ ２

Ａ １ ・ Ａ ２

【 格付】

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

技術者要件

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

【 地区】津・香良洲

設計図書等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限

主任( 監理) 技術者

令和6年11月15日

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

ま で

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

閲 覧 期 間

津市 芸濃町雲林院 地内

提 出 先 調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

市内本店

　（屋根修繕、塗装修繕）

※上記に係る屋根修繕等　一式

契約締結の日から

建設業許可 特定・ 一般

芸濃・河芸・美里・安濃

久居・一志・白山・美杉

津・香良洲

令和7年2月20日

令和6年11月8日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

ホーム ページにて回答

・ 本件は週休２ 日モデル工事（ 発注者指定型） 試行案件です。

　 週休２ 日モデル工事に係る 特記仕様書を 必ず確認し て く ださ い。

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

本公告の日から

工 事 名

工 事 場 所

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日 工 事 担 当 課

設 計 図 書
の 閲 覧

久居

屋根

所在地要件

【 格付】



円　 （ 税抜き ）

506110515

ま で

環境施設課

令和６ 年度環施第２ －１ ３ 号

久居

格 付 要 件

【 格付】【 地区】

Ａ １ ・ Ａ ２

閲 覧 場 所

その他要件

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

津市ク リ ーン セン タ ーおおたか建具修繕

鋼製建具修繕

必着令和6年11月15日

無

免 除

有

回 答 日

入札保証金

部 分 払

郵 送 先

入 札 方 法

提 出 期 限

最低制限価格

契約保証金

無

免 除

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

前 金 払

その他

令和6年11月12日

令和6年11月20日 午後３時４０分

3,837,000

発 注 業 種

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 地区】

地 域 ・
格 付 要 件

あり

Ａ １ ・ Ａ ２

Ａ １ ・ Ａ ２

【 格付】

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

技術者要件

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

【 地区】津・香良洲

設計図書等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限

主任( 監理) 技術者

令和6年11月15日

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

ま で

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

閲 覧 期 間

津市 森町 地内

提 出 先 調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

市内本店

　鋼製建具　２箇所

※上記に係る建具修繕　一式

契約締結の日から

建設業許可 特定・ 一般

久居・一志・白山・美杉

河芸・芸濃・美里・安濃

津・香良洲

令和7年2月28日

令和6年11月8日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

ホーム ページにて回答

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

本公告の日から

工 事 名

工 事 場 所

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日 工 事 担 当 課

設 計 図 書
の 閲 覧

安芸

建具

所在地要件

【 格付】



円　 （ 税抜き ）

506110516

令和7年3月14日

土木一式

所在地要件

ま で

建設整備課

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

プレキャスト擁壁工　８ｍ

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

側溝工　２１２ｍ

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度建整道新補第５ 号

【 地区】

【 地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月22日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

必着令和6年11月22日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

Ｂ

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

管渠工　１８ｍ

集水桝・マンホール工　１０箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

一身田町長岡線道路改良工事（ その２ ）

表層　７９６m２

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 一身田町及び一身田大古曽

令和6年11月13日

令和6年11月18日

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月27日 午前９時００分

34,867,000

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

縁石工　９９ｍ

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　 （ 税抜き ）

506110517

一志・白山

令和7年3月14日

久居

土木一式

所在地要件

ま で

河川排水推進室

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

久居

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

側溝工　１８ｍ

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度河川第１ 号

【 地区】

【 地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月22日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

必着令和6年11月22日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本件は週休２ 日モデル工事（ 受注者希望型） 試行案件です。

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

Ｃ

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

Ｃ ・ Ｂ ・ Ａ ２ ・ Ａ １

【 地区】

久居

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

表層　６６ｍ２

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

普通河川３ ０ 号川改修工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 稲葉町

令和6年11月13日

令和6年11月18日

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月27日 午前９時２０分

11,349,000

　 週休２ 日モデル工事に係る 特記仕様書を 必ず確認し て く ださ い。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　 （ 税抜き ）

506110518

久居・一志・美杉

令和7年2月28日

久居

舗装

所在地要件

ま で

津北工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

河芸・芸濃・美里・安濃

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

表層　８３８ｍ２

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度北道維補第１ 号

【 地区】

【 地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月22日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホーム ページ 「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

必着令和6年11月22日

無

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

Ｂ

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

Ｂ ・ Ａ

【 地区】

安芸

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

基層　８３８ｍ２

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

河芸環状線道路改良（ 舗装） 工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 河芸町赤部

令和6年11月13日

令和6年11月18日

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月27日 午前９時４０分

10,980,000

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　 （ 税抜き ）

506110519

令和7年8月29日

と び・ 土工・ ｺﾝｸﾘ ﾄー

所在地要件

ま で

建設整備課

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

橋梁用防護柵　２７１ｍ

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和６ 年度建整橋維補継第１ 号

【 地区】

【 地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年11月22日

入 札 方 法

調達契約課・ 津市ホームページ「 入札・ 契約」

ホームページにて回答

必着令和6年11月22日

有

有

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

・ 配置技術者について、 ３ ヶ 月以上の雇用関係が継続し ている こ と 。

・ 本件は週休２ 日モデル工事（ 受注者希望型） 試行案件です。

　 週休２ 日モデル工事に係る 特記仕様書を 必ず確認し てく ださ い。

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

【 地区】

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

Ａ １

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 専任の監理技術者又は監理技術者補佐と 兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年11月5日

橋梁用高欄　２７２ｍ

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

津興橋大規模更新事業橋梁（ 橋梁付属物） 設置工事

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 津興ほか２ 町

令和6年11月13日

令和6年11月18日

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

令和6年11月27日 午前１０時００分

120,076,000

・ 同種工事実績要件における 官公庁等と は、 国の機関（ 独立行政法人、 公団、 事業団その他政令で定
める 法人を 含む。 ） 、 都道府県、 市町村等及びコ リ ンズ登録さ れた公益民間企業（ 交通（ 鉄道、 空
港） 、 資源エネルギー（ 電気、 ガス 、 石油） 、 通信会社等） と する 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

過去１０年間(平成２６年度以降）に施工が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
橋梁（道路橋）における橋梁用防護柵又は橋梁用高欄の設置を含む工事

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任で配置するときはこの限りでない。）



津市公告第１６６号 

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 

  令和６年１１月５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 犬の特徴 

捕獲した場所 種類 毛色等 性別 体格 年齢 その他 

津市白山町二本木 雑種 茶 オス 中 成犬  

２ 抑留日  令和６年１１月１日 

３ 抑留期間 令和６年１１月１１日まで 

４ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話番号０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所衛生指導課 

        電話番号０５９－２２３－５１１２ 



津市公告第１６７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和６年１１月６日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  令和６年１０月１８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

 津市一身田大古曽字深田４８番１、４８番２ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  大阪府大阪狭山市池尻北一丁目１番３号 

  東洋地所株式会社 

代表取締役 土井畑公昭 



津市公告第１６８号 
 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）

附則第５条の規定により、同法による改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和

５５年法律第６５号）第１８条第１項に基づき、津市農用地利用集積計画を定

めましたので、同法第１９条の規定により公告します。 
  令和６年１１月８日 
 

津市長 前 葉 泰 幸   



津市公告第１６９号  

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１９条第１項に規定 

する地域計画を別紙のとおり定めましたので、同条第８項の規定により公告し

ます。 

 なお、別紙は省略し、津市農林水産部農林水産政策課において縦覧に供しま

す。 

  令和６年１１月１３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

   



津市公告第１７０号 

次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、津市契約規則（平成１８

年津市規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

令和６年１１月１５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

別紙のとおり 

  



１ 入札に付する事項 

 ⑴ 件名 令和６年度第６回津市公有財産売却 

 ⑵ 物件の概要 

概要 
特記 
事項 

区分 所在 地番 登記地目 登記地積 

別紙① 

物件調書の
とおり 

土地 
津市津興
字馬池 

1158 番 学校用地 3,584 ㎡ 

区分 所在 種類 構造 床面積 

建物 津市津興
字馬池
1158 番地 

校舎 鉄筋コンクリー

ト造ルーフィン

グぶき平家建 

927.29 ㎡ 

付属 
建物 

倉庫 20.00 ㎡ 

 ⑶ 本物件に関する特記事項 

  ア 本物件は、国（文部科学省を指します。以下同じ。）による財産処分

制限の対象物件であるため、次の点に御留意ください。 

   （ア） 落札者決定後、国に対し売却処分の承認申請を行いますので、承認

が得られるまでに３か月程度の期間を要する可能性があること。 

   （イ） 国から売却処分の承認が得られなかった場合、契約を締結すること

ができず、その場合、本市は、それまでに要した費用の一切を負担し

ないこと。 

   （ウ） 国からの承認決定に３か月以上の期間を要した場合であっても、本

市は、そのことによって生じた損害の一切を負担しないこと。 

イ 別紙①「物件調書」（公有財産売買契約書の物件調書を含みます。）

の内容と本物件の引渡し時の現地の状況に相違がある場合は、これらの

物件調書の内容にかかわらず、現状有姿により引き渡します。 

  ウ 本市は、別紙①「物件調書」に特別の記載がある場合を除いて、本物

件における地中埋設物、土壌汚染等の有無に係る調査（建物の耐震調査、

アスベスト調査等を含みます。）は実施しておらず、現在本市において

これらの存在を認知していません。物件の引渡し後に、地中埋設物、土

壌汚染等が判明又は不具合等が発生した場合でも、本市は契約不適合責

任を負わず、落札者は、本市に対し、履行の追完の請求、売買代金の減

額の請求、損害賠償請求及び契約の解除権を行使することはできません。 



エ 本物件の土地の地積は、不動産登記の表示によるものとし、本市は、

本物件に係る境界の明示責任を負いません。また、本物件の土地の不動

産登記の表示による面積と実測による面積に相違がある場合であっても、

本市及び落札者は、売買代金の増減請求その他の請求を行わないことと

します。 

オ 別紙①「物件調書」に記載の事項のほか、売買物件に品質又は数量等

に関してこの契約の内容に適合しないものが発見された場合であっても、

本市は売買物件の契約不適合責任を負いません。また、落札者は、履行

の追完の請求、売買代金の減額の請求、売買契約の解除及び損害賠償請

求をすることができません。 

２ 入札参加の資格 

入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当しない者とします。 

⑴ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税、固定

資産税・都市計画税及び軽自動車税を滞納している者 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各

号又は第２項各号のいずれかに該当すると認められる者 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員（暴

力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準

構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに

準ずる反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます。）と認められる

者 

⑷ 経営又は運営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められる者 

⑸ 反社会的勢力と知りながら、これを不当に利用したと認められる者 

⑹ 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど反社会

的勢力の維持運営に協力し、又は関与していると認められる者 

⑺ 反社会的勢力と密接な関係又は社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められる者 

⑻ 法人その他団体の役員等（非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所

長その他これらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者

をいいます。）のうちに第３号から前号までのいずれかに該当する者があ

るもの 

⑼ 民法（明治２９年法律第８９号）第１２０条第１項に規定する行為能力 



制限者（未成年者、成年被後見人等。以下「行為能力制限者」といいます。）

に該当すると認められる者（行為能力制限者の法定代理人が代理し、又は 

同意した場合を除きます。） 

 ⑽ 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停

止等を受けている者 

⑾ 過去に本市との契約条件に違反し、又は違反行為に関与した者 

⑿ 日本語が理解できない者 

⒀ 日本国内に住所及び連絡先がない者 

３ 入札参加申込み 

 ⑴ 入札参加申込手続 

ア 申込方法 ３⑵の必要書類を本市に郵送又は直接持参の上、提出して

ください。本市の確認後、入札参加資格審査結果を通知します。 

イ 申込期間 令和６年１１月１８日（月）午後１時から同月２９日（金）

午後２時まで 

 ⑵ 必要書類 

ア 津市公有財産売却入札等参加申込書兼入札保証金の取り扱いに係る意

思表示及び返還請求書（以下「入札参加申込書」といいます。） 

イ 履歴事項全部証明書（個人又は個人事業主の場合は、住民票の写し） 

ウ 印鑑証明書（個人又は個人事業主の場合は、印鑑登録証明書） 

エ 市町村税完納証明書 

完納証明書を発行していない市区町村の場合は、下記の証明書で該当

する全てのものについて、それぞれ直近２年度分を提出してください。 

(ｱ) 市町村民税の納税証明書又は非課税証明書 

(ｲ) 固定資産税・都市計画税の納税証明書又は非課税証明書 

(ｳ) 軽自動車税の納税証明書又は非課税証明書 

オ 誓約書 

カ 事業計画書（任意様式。個人の場合は、利用目的書） 

※ 一度提出した書類については、理由にかかわらず一切返却できません。 

※ ア及びオの書類は、津市ホームページからダウンロードし、若しくは

入札参加申込期限まで下記の窓口にて配布します。 

※ 提出先は、〒５１４－８６１１ 三重県津市西丸之内２３番１号 津

市政策財務部財産管理課財産活用・建築修繕支援担当とします。 

※ イからエまでの書類については、いずれも申込日において発行後３か



月以内の原本に限ります。 

※ 一つの物件を複数の者で共有する目的で入札に参加を希望する場合や、

行為能力制限者の入札参加を希望する場合は、別途、必要書類について

協議してください。 

※ カの事業計画書は、本市が本物件を売却処分することについて国から

承認を得るために必要な書類です。 

 ⑶ 入札保証金の納付 

入札参加者は、下記４において示す「入札保証金」を本市が指定する金

融機関の口座に令和６年１２月１３日（金）午後２時までに納付してくだ

さい。なお、指定口座については⑴で示した入札参加資格審査結果通知に

記載します。 

※ 入札参加申込者が入札保証金を金融機関に納付してから、本市が納付

完了を確認するまで数開庁日を要します。原則として、上記期限までに

本市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができませ

ん。なお、入札保証金を銀行振り込み等により納付したことを書面で証

明できる場合において、上記期限までに、当該書面の写しをメール又は

ファクス等で本市に送付し確認を受けた時は、この限りではありません。 

※ 入札保証金は、入札の終了後に所定の手続を経て、入札参加申込書に

て指定された口座に振込みにより返還します。ただし、落札者について

は、契約保証金へ充当します。 

※ 入札保証金には、利息は付しません。 

４ 予定価格（最低入札価格）及び入札保証金の額 

所 在 
予定価格 

（最低入札価格） 
入札保証金の額 

津市津興字馬池１１５８番 64,632,400 円 7,109,600 円 

５ 入札について 

 ⑴ 入札日時 

   令和６年１２月２０日（金）午後２時００分 

※ 定刻になっても出席の無い場合は棄権とみなします。また、開札は入

札後、直ちに行います。 

 ⑵ 入札場所 

   津市役所本庁舎６階 ６１会議室 



⑶ 入札方法及び決定方法 

ア 本市指定の入札書により、必要事項を記入し、記名・押印（印鑑（登

録）証明書届出印）の上、封入し、入札箱に投函してください。 

  なお、あらかじめ記名・押印（印鑑（登録）証明書届出印）及び封入

をして入札場所に持参しても差し支えありません。 

イ 入札書に記載する金額（入札金額）は、４の予定価格（最低入札価格）

以上の入札金額で表示してください。 

ウ 有効な入札による入札金額であって、本市が定める予定価格（最低入

札価格）以上の最高の価格の入札者をもって落札者と決定します。 

エ 最高入札金額で入札をした者が２者以上あるときは、直ちにくじによ

り落札者を決定します。ただし、当該入札参加者のうち、くじを引かな

い者がある場合は、失格とします。 

オ その他入札に関する事項は、別添の「公有財産売却に係る一般競争入

札参加者心得」で定めるとおりとします。 

６ 契約について 

⑴ 契約の締結 

落札者決定後、本市が、国に対し、本物件について売却処分の承認申請

を行いますので、国から承認決定された後、本市と落札者は、契約を締結

することができますが、承認決定がされるまでには３か月程度かかる場合

があります。なお、契約は、本市が落札者から提出された契約書に記名・

押印したときに成立します。 

⑵ 提出書類 

本物件について、売却処分の承認が得られましたら、落札者に対し連絡

をしますので、連絡があった日から２週間以内（以下「契約書提出期日」

といいます。）に次に掲げる（ア）、（イ）の書類を本市に提出してください。 

（ア） 公有財産売買契約書 

本市から２部送付しますので、２部ともに記名・押印を行い、１部の

みに収入印紙を貼付した上で、２部ともに提出してください。本市によ

る記名・押印後、１部を落札者へ返送します。 

（イ） 登録免許税法（昭和４２年法律第３５号）に定める登録免許税相当

分収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書。なお、登

録免許税額は１，７３８，２００円です。 

７ 契約保証金 



⑴ 落札者から提出された入札参加申込書に基づき、入札保証金の全額を本

市が算定した契約保証金（契約金額の１００分の１０以上の額）に充当す

るものとし、充当後なお不足する契約保証金がある場合は、本市が別途指

定する方法により契約書提出期日までに当該不足分の契約保証金を納付し

てください。 

⑵ 納付された契約保証金は、その全額を売買代金に充当します。 

⑶ 落札者が、正当な理由なく契約書提出期日までに契約書を提出せず、本

市が催告をしたにもかかわらず、契約書を提出しなかった場合は、本市は

落札決定を取り消し、契約保証金は本市に帰属します。 

⑷ 国から財産処分の承認を得られなかった場合は、本市は落札決定を取り

消しますが、契約保証金は返還します。 

８ 契約に付す条件の概要 

契約に付す条件の概要は、次の各号のとおりです。詳細は、契約書案（別

紙②）で確認してください。 

⑴ 本市は、物件の引渡しまでの危険負担を負いません。 

⑵ 本市は、契約不適合責任（知れていない事項を含みます。）を負いませ

ん。 

⑶ 物件において、工作物、構築物、残置物、立木その他土地の定着物及び

地中埋設物の撤去並びに造成及び整地を必要とする場合であっても、本市

は当該行為に係る費用の一切を負担しません。 

⑷ 物件の所有権移転後、物件において、関係法令の規制上、建物の建築、

建替え、用途変更、土地の形質変更等が可能か否か、本市は承知しておら

ず、これらの行為の可否に関し、本市はその一切の責任を負いません。 

９ 売買代金の支払期限及び支払方法 

売買代金（売買代金から契約保証金を差し引いた残額）は、売買契約書に

記載している支払期限までに納付しなければなりません。 

10 所有権の移転及び引渡し 

物件の所有権の移転及び引渡しは、売買代金の全額納付があった時に所有

権が移転するものとし、同時に引き渡すものとします。 

なお、所有権移転登記は本市が行いますが、所有権の移転登記に必要な登

録免許税は、落札者の負担となります。 

11 契約に関する諸費用 

次の各号に掲げる契約に関する諸費用は、全て落札者の負担となります。 



⑴ 印紙税法（昭和４２年法律第２３号）及び租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）の規定に基づく印紙税（契約書に収入印紙を貼付） 

⑵ 物件引渡しに要する費用 

⑶ 所有権の移転登記に必要な登録免許税等 

⑷ その他契約に要する費用 

12 その他入札参加申込みに当たっての留意事項 

入札参加者は、入札しようとする物件について、本入札公告及び物件調書

並びに契約書案の全ての内容について十分に理解し、了承している場合に限

り、入札に参加できるものであり、これらの内容の全部又は一部につき、了

承できない部分がある場合は、入札に参加することができません。このほか、

入札参加者は、次の各号に掲げる事項について了承の上で入札参加申込みを

行ってください。 

⑴ 物件の所有権移転後、物件敷地内への進入路又は敷地の出入口を確保す

るため敷地及び敷地周辺を加工する場合、落札者が関係機関と協議の上、

関係法令に従い、落札者の負担により行うこと。 

⑵ 落札後の契約及び所有権移転登記は、入札参加申込書に記載された名義

で行うこと。 

⑶ 入札参加申込みに係る取下げは、申込みの受付期間内に限って行うこと

ができること。 

⑷ 申込関係書類の提出は、郵送（書留等記録が残る方法）又は直接持参に

より行い、電話又はファクス等による申込みはできないこと。 

⑸ 入札結果については、入札参加申込者の名称（氏名）、入札価格その他

入札に関する結果を公表することがあること。 

 

 

 

問い合わせ先 

津市政策財務部財産管理課 

財産活用・建築修繕支援担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１２６ 

Ｆ Ａ Ｘ ０５９－２２９－３４４４ 


